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２ 個別施策・事業の効果の発現状況等 

(1) バイオマス利活用の現況 

ア バイオマス関連施設の稼働状況等 

（要旨） 

バイオマス利活用施設は、バイオマス原料を変換し、マテリアルやエネルギ

ーを生産する施設であり、これらの設置や稼働の状況がバイオマスの利活用の

進展に大きな影響を与えることから、総合戦略に基づく政策効果を把握するた

めの重要な指標になり得るものである。 

バイオマス利活用施設の設置数をみると、例えば、建設発生木材等を原料と

する木質バイオマス利活用（発電）施設は、平成 14 年度の総合戦略策定時の

26施設から 20年度 144施設になるなど、年々増加している。 

施設数の増加については、農林水産省、経済産業省等が、総合戦略に基づく

取組として、民間事業者等の施設導入を支援する補助事業を実施しており、こ

れらの補助事業が一定の役割を果たしてきたといえる。 

また、バイオマス関連施設について、関係省は、施設の事業計画を審査する

とともに、当該施設の運営状況に関する報告等を徴し、稼働状況を把握するこ

ととしている。しかしながら、関係省は、全ての施設について稼働状況を把握

しているわけではなく、また、把握している場合でも、その内容は、マテリア

ルやエネルギーの生産量等一部の事項に限定されている。 

そこで、今回、当省が、バイオマス関連施設 132 施設を抽出し、その稼働状

況等を可能な限り詳しく把握し、分析するため、バイオマス原料の調達から生

産されたマテリアルの販売等に至るまでの一連の過程について 10 項目の指標

（注）を設定し、実地に調査した結果、以下のような課題がみられた。 

 

（注） ①原料調達率、②原料利用率、③稼働率、④マテリアル生産率、⑤マテリアル利用

率、⑥発電率、⑦バイオガス利用率、⑧余熱回収率、⑨残さの利用率、⑩支出に対

する収入の割合 

 

（バイオマス関連施設における生産の状況） 

バイオマス関連施設におけるマテリアルやエネルギーの生産の状況について

みると、次のとおり、生産量が計画を下回るものが多くみられるなど、政策の

実施により期待される効果が発現しているとはいえない。 

 

① マテリアル生産率について、関連データを把握できた 76施設の年度平均実

績をみると、計画の 75％以上のもの（平成 20年度の実績が計画の 50％未満

のもの及び計画どおりの実績が１年もないものを除く。）は、28施設（36.8％）

である。 

また、76施設の年度別実績をみると、ⅰ）施設稼働開始後３年以上経過し

ている 54 施設のうち、計画どおりの実績が１年もないものは 32 施設
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（59.3％）、ⅱ）平成 20 年度が 50％未満のものは 25 施設（76 施設に対し

32.9％）であり、これらのうち 17施設（同 22.4％）は 19年度から２年連続

で 50％未満となっている。 

 

② エネルギーの生産（発電率）について、関連データを把握できた 32施設の

年度平均実績をみると、計画の 75％以上のもの（平成 20 年度の実績が計画

の 50％未満のもの及び計画どおりの実績が１年もないものを除く。）は、９

施設（28.1％）である。 

また、32施設の年度別実績をみると、ⅰ）施設稼働開始後３年以上経過し

ている 28 施設のうち、計画どおりの実績が１年もないものは 18 施設

（64.3％）、ⅱ）平成 20 年度が 50％未満のものは６施設（32 施設に対し

18.8％）であり、これらのうち５施設（同 15.6％）は 19 年度から２年連続

で 50％未満となっている。 

 

（生産が低調となっている要因） 

バイオマス関連施設におけるマテリアルやエネルギーの生産が低調な状況が

みられる要因としては、次のとおり、①原料が計画どおりに調達できない例が

多いこと、②生産したマテリアルの販路が確保できない例が多いことなどが挙

げられる。 

 

① 原料調達率（年間の原料調達量の計画に対する実績の割合）について、関

連データを把握できた 121施設の年度平均実績をみると、計画の 75％以上の

もの（平成 20 年度の実績が計画の 50％未満のもの及び計画どおりの実績が

１年もないものを除く。）は、40 施設（33.1％）である。これに対し、原料

調達率が低調（注）となっている施設は、年度平均実績 50％未満の 23 施設

を含む 52施設（43.0％）であり、上記 40施設を上回っている。 

 

（注） 「低調」とは、年度平均実績が 50％未満のもの、又は年度平均実績が 75％未満

のもののうち、施設稼働開始後３年以上経過していて計画どおりの調達実績が１年

もないもの又は平成 20年度が 50％未満のもの 

 

② 原料利用率(年間の原料調達量に対する利用量の割合）について、関連デー

タを把握できた 127 施設の年度平均実績をみると、調達した原料を全て利用

しているものは 106施設（83.5％）である。残り 21施設（16.5％）では、調

達した原料の一部を利用していない。特に、食品廃棄物等処理施設では、原

料の一部を利用していないものが 16施設中９施設と半数を超えているなど、

原料の利用が比較的低調である。その理由は、排出元における分別の不徹底

に起因すると思われる異物の混入及びこれに起因する施設の稼働トラブルと

されており、中には、長期間の稼働停止を余儀なくされた例もみられる。 
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③ マテリアル利用率（年間のマテリアル生産量に対する利活用（販売、無償

配布又は自己消費）量の割合）について、関連データを把握できた 96施設の

年度平均実績をみると、生産したマテリアルを全て利活用しているものは 61

施設（63.5％）である。残り 35施設（36.5％）の中には、生産した堆肥の需

要が伸び悩んでいることから生産調整を行っている例もある。 

    

（バイオマス関連施設の採算性） 

「バイオマス・ニッポン」を実現するためには、国費等の導入支援がなくて

もバイオマス利活用施設が普及、拡大していくことが重要であり、そのために

は、施設の採算性の向上が必要不可欠である。 

国費を投入して整備されたバイオマス関連施設が順調に稼働するためには、

採算性の向上が重要であるが、関係省において採算性を把握している例は少な

い。 

そこで、当省が、バイオマス関連施設 132 施設のうち、運営収支を把握でき

た 120施設の年度平均実績をみたところ、86施設（71.7％）が支出超過（赤字）

である。また、120 施設の年度別実績をみると、ⅰ）施設稼働開始後３年以上

経過している 97施設のうち、毎年度赤字のものは 57施設（58.8％）、ⅱ）平成

20年度に赤字のものは 72施設（120 施設に対し 60.0％）で、これらのうち 64

施設（同 53.3％）は 19年度から２年連続で赤字である。 

これらを施設種別ごとにみると、赤字の施設の割合が高いのは、家畜排せつ

物処理施設（17 施設のうち 14 施設が赤字）のように生産する堆肥等の販売収

入が少なく、原料の排出元からの処理手数料に頼っている施設や、ＢＤＦ等製

造施設（12施設のうち 10施設が赤字）のように生産するＢＤＦ（注）を環境意

識啓発のためのＰＲに利用しているため、収益と結び付かない施設などである。 

 

（注） 「ＢＤＦ」とは、Bio Diesel Fuelの略であり、生物由来油から作られるディー

ゼルエンジン用燃料の総称である。 

 

（採算性が低調となっている要因） 

バイオマス関連施設に赤字のものが多い状況がみられる要因については、マ

テリアルやエネルギーの生産が低調であること、原料調達コストが高いことな

どが挙げられる。 

さらに、バイオマス関連施設には公営の下水処理施設や一般廃棄物焼却施設

のように採算性を主たる目的としていない施設があることや、次のとおり、①

生産したバイオガスを利用せずに処分せざるを得ない例があること、②生産過

程で発生する残さの処理にコストが掛かることなど、バイオマス関連施設の採

算性を高める上での課題がみられることも、こうしたことの要因となっている

といえる。 
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① 家畜排せつ物や食品廃棄物等をメタン発酵しバイオガスを生産する施設に

おける当該バイオガスの利用状況をみると、100％利用しているものは 33 施

設中９施設（27.3％）にすぎず、残り 24施設では、一部の利用にとどまって

いる。 

24施設の中には、生産したバイオガスを採集するためのガスホルダーの容

量が限られ、容量を超える余剰ガスを貯蔵しておくことができずに焼却処分

しており、その一方で、施設稼働がピークを迎える平日の日中はバイオガス

だけでは不足するため、都市ガスを購入しているものがみられる。 

 

② バイオマス関連施設においては、マテリアルやエネルギーの生産過程で残

さが発生する場合が多く、ⅰ）メタン発酵を行っている施設では消化液又は

脱水汚泥、ⅱ）直接燃焼を行っている施設では焼却灰、ⅲ）ＢＤＦ製造を行

っている施設ではグリセリンが発生する。これらの残さの利用率（年間の残

さの発生量に対する利用量の割合）について、関連データを把握できた 52

施設の年度平均実績をみると、利活用しているものは 12施設（23.1％）であ

る。一方で、29施設（55.8％）では、全く利活用していない。 

また、メタン発酵後の残さの消化液について、液肥として利用可能である

が、散布等に手間が掛かることなどから需要が伸び悩み、20分の１にも満た

ない量を除き、残りを年間約 2,000 万円の処理費用を負担して廃棄（薬剤処

理）しているものもみられる。当該施設は、平成 15年度以降の全ての年度に

おいて赤字となっており、液肥の利用を向上させることが課題となっている。 

 

以上のように、バイオマス関連施設において、マテリアル又はエネルギーの

生産が低調であるものや赤字となっているものが多いことから、バイオマスの

利活用に関して、政策の実施により期待される効果が発現しているとはいえな

い。 

また、関係省は、事業実施要綱等に基づき、施設の事業計画の審査や運営状

況に関する報告の徴取等を行っているものの、原料の調達や販路の確保、運営

収支等については把握しておらず、把握していても定性的であるなど、事業計

画の実現性や改善指導の実効性を担保する仕組みを設けていない。 

 

一方、当省が調査した 132 施設における補助金交付額（国費）1,000 円当た

りのマテリアル生産量・発電量について、個々の施設間、施設の種別間、事業

間等で比較した結果、計画段階の費用対生産量が、同一事業内の施設間でバラ

ツキがあるもの、事業間でバラツキがあるもの、施設種別間でバラツキがある

ものなど、補助事業の交付段階で見込まれる費用対効果（生産量）の高いもの

と低いものが混在しているなど、交付段階での事業の効率性等に係る視点が十

分でない状況がみられる。 
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(ｱ) 把握する内容及び手法 

ａ バイオマス関連施設の定義及び調査対象数 

本評価においては、バイオマスを利活用する施設を総称して「バイオマス

利活用施設」とし、これらのうち、国の補助金・交付金を受けて整備され、

主としてバイオマスの変換工程において実用に供されているものを「バイオ

マス関連施設」としている。 

今回、当省では、バイオマス関連施設の種類について、施設が利活用する

主たるバイオマス原料に着目し、全国的に設置数が多いと考えられるものと

して「家畜排せつ物処理施設」、「食品廃棄物等処理施設」、「ＢＤＦ等製造施

設」、「木質バイオマス利活用施設」、「下水処理施設」、「し尿・浄化槽汚泥処

理施設」、「農業集落排水処理施設」及び「一般廃棄物処理施設（エネルギー

利用を行っているものに限る。）」の８種に大別し、これらのうちの一つに該

当する施設であって、稼働開始後おおむね１年以上経過している 132 施設を

選定し（図表２-(1)-ア-１参照）、その稼働状況等を調査した。 
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図表２-(1)-ア-１ バイオマス関連施設の種別及び種別ごとの調査対象数 

（単位：施設） 

施設の種別 該当する施設の概要 
調査対象数 

 発電 ガス 

家畜排せつ物処

理施設 

家畜排せつ物を主たる原料として堆肥・固形燃料

等のマテリアルを製造している施設、メタン発酵等

によるエネルギー利用を行っている施設及びその

両方とも行っている施設 

20 4 5 

食品廃棄物等処

理施設 

事業系生ごみ、家庭系生ごみ、木質バイオマス、

農作物非食用部（稲わら、もみ殻等）若しくは水産

系バイオマスのいずれか、又はこれらの原料を複数

組み合わせて、飼料、堆肥若しくは燃料を製造して

いる施設、メタン発酵等によるエネルギー利用を行

っている施設及びその両方とも行っている施設 

16 3 7 

ＢＤＦ等製造施

設 

ＢＤＦ（Bio Diesel Fuel。生物由来油から作ら

れるディーゼルエンジン用燃料の総称。軽油の代替

燃料としての使用が一般的）又はバイオエタノール

を製造している施設及びその両方とも行っている

施設 

13 0 0 

木質バイオマス

利活用施設 

木質バイオマスを原料としてチップ又はペレッ

トを製造している施設、チップ又はペレットを燃料

とした発電・熱利用を行っている施設及びその両方

とも行っている施設。ただし、発電・熱利用のみを

行っている施設のうち、電気・熱を専ら自己消費し

ている施設は対象としない。 

19 8 0 

下水処理施設 下水汚泥を原料として発電・熱利用を行っている

施設、堆肥化その他のマテリアル利用を行っている

施設及びその両方とも行っている施設 

15 11 14 

し尿・浄化槽汚

泥処理施設 

し尿・浄化槽汚泥を原料として発電・熱利用を行

っている施設、堆肥化その他のマテリアル製造を行

っている施設及びその両方とも行っている施設 

14 2 7 

農業集落排水処

理施設 

農業集落排水汚泥を原料として発電・熱利用を行

っている施設、堆肥化その他のマテリアル製造を行

っている施設及びその両方とも行っている施設 

15 0 0 

一般廃棄物焼却

施設 

 

一般廃棄物焼却施設のうち、発電を行っている施

設、余熱利用を行っている施設及びその両方とも行

っている施設 

20 13 0 

計 132 41 33 

  （注）１ 本表は、バイオマスの利活用を行う施設について、当省が、施設が利活用する主た

るバイオマス原料に着目し、全国的に設置数が多いと考えられるものとして８種に大

別した内容について作成したものである。 

２ 「発電」欄は発電を行っている施設数を、「ガス」欄はバイオガス生産を行っている

施設数を、それぞれ計上している。 
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ｂ 評価指標 

  バイオマス利活用の現況及びバイオマス関連施設の稼働状況を評価するた

め、図表２-(1)-ア-２のとおり、当省において 10項目の指標を設定し、各バ

イオマス関連施設における原料調達、マテリアル生産等が計画どおりに実施

されているか調査した。 

 

図表２-(1)-ア-２ バイオマス関連施設における稼働状況の評価指標 

指 標 定 義 

原料調達率 原料調達量の年間計画に対する実績の割合 

原料利用率 原料調達量に対する利用量の割合（年間） 

稼働率 稼働日数の年間計画に対する実績の割合 

マテリアル生産率 マテリアル生産量の年間計画に対する実績の割合 

マテリアル利用率 
マテリアル生産量に対する利活用（販売、無償配布又は自
己消費）量の割合（年間） 

発電率 発電量の年間計画に対する実績の割合 

バイオガス利用率 バイオガス発生（生産）量に対する利用量の割合 

余熱回収率 発生した余熱の回収量の割合 

残さの利用率 発生した残さに対する利活用（変換）量の割合（年間） 
支出に対する収入の
割合 

運営支出額に対する運営収入額の割合（年間） 

 

(ｲ) 把握した結果 

ａ  主なバイオマス利活用施設の設置数 

   主なバイオマス利活用施設の設置数をみると、図表２-(1)-ア-３のとおり、

総合戦略策定前に比べ各施設とも増加している。特に、木質ペレット製造施

設及び木質バイオマス発電施設が増加している。 

 

図表２-(1)-ア-３ バイオマス利活用施設の設置数（主なもの）      

（単位：施設） 

区 分 
施設の設置数 

総合戦略策定前 総合戦略策定当時 総合戦略策定後 

木質ペレット製造施設 3 (平成 10) 10 (平成 15) 63 (平成 20) 

木質ボイラー施設 174 (平成 11) 300 (平成 14) 615 (平成 20) 

木質バイオマス発電施設 12 (平成 11)  26 (平成 14) 144 (平成 20) 

下水汚泥発電施設 22 (平成 12) 23 (平成 15) 37 (平成 18) 

一般廃棄物発電施設 201 (平成 10) 263 (平成 14) 293 (平成 18) 

バイオエタノール製造施設 0 (平成 10) 0 (平成 15) 7 (平成 20) 

（参考） 

家畜排せつ物メタン発酵施設 

－ － 67 (平成 17) 

73 (平成 19) 

     （注）１ 農林水産省、国土交通省及び環境省の資料により、当省が作成した。 

２ バイオマス関連施設の種別でいうと、「木質ペレット製造施設」、「木質ボイラ



- 45 - 
 

ー施設」及び「木質バイオマス発電」は木質バイオマス利活用施設に、「下水汚

泥発電施設」は下水処理施設に、「一般廃棄物発電施設」は一般廃棄物焼却施設

に、「バイオエタノール製造施設」はＢＤＦ等製造施設、「家畜排せつ物メタン発

酵施設」は家畜排せつ物処理施設にそれぞれ該当するものがある。 

３ （ ）内は、調査時点の年度である。 

 

 

ｂ  バイオマス関連施設の導入補助 

民間事業者等にバイオマス関連施設を導入する場合、その多くは国の補助

事業が活用されており、平成 15 年度から 20 年度までの主な事業、交付件数

及び交付額は、図表２-(1)-ア-４のとおりとなっている。 

    

図表２-(1)-ア-４ バイオマス関連施設の導入に対する補助事業（主なもの） 

（単位：件、千円） 

所管省 事業名 開始年度 交付件数 交付額 

農林水産省 

地域バイオマス利活用交
付金     （注２） 

平成 15 239   29,520,918 

木質バイオマス利用促進
整備     （注３） 

平成 14 111 3,741,166 

経済産業省 

地域新エネルギー等導入
促進事業 

平成 9 38 717,003 

新エネルギー等事業者支
援対策事業 

平成 9 60 25,863,341 

国土交通省 新世代下水道支援事業 平成 11 15 不明 

環 境 省 
廃棄物処理施設における
温暖化対策補助事業 

平成 15 6    1,540,593 

    （注）１ 当省の調査結果による。 

２ 本事業は、平成 19 年度から開始されているが、本表では、その前身の「バイ

オマスの環づくり交付金」（平成 17 年度及び 18 年度）及び「バイオマス利活用

フロンティア整備事業」（15年度及び 16年度）の実績も含めて計上している。 

３ 本事業は平成 17 年度から開始されているが、本表では、その前身の「木質バ

イオマスエネルギー利用促進事業」（14年度から 16年度まで）の実績も含めて計

上している。 

４ 「交付件数」及び「交付額」は、平成 15年度から 20年度までの合計値である。 
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ｃ 施設種別ごとの稼働の概況 

  調査対象とした施設の種別ごとに、図表２-(1)-ア-２に掲げる原料調達率

等の評価指標ごとの年度平均実績（注）をみると、図表２-(1)-ア-５及び２

-(1)-ア-６のとおりとなっており、施設種別ごとの概況は、次のとおりであ

る。 

 

（注） 「年度平均実績」とは、個別施設ごとに平成 15 年度から 20 年度までの各年度

の原料調達率等の数値を算出し、該当年数で除して１か年度当たりの実績値を算

出したものである。また、施設種別ごとの値は、当該種別に該当する各施設の年

度平均実績を合計し、当該種別に該当する施設総数で除した数値である。 

 

図表２-(1)-ア-５ バイオマス関連施設の施設種別ごとの原料調達率等（平均）  

 （単位：％） 

区 分 

原料
調達
率 

原料
利用
率 

稼働
率 

マテ
リア
ル生
産率 

マテ
リア
ル利
用率 

発電
率 

バイ
オガ
ス利
用率 

余熱
回収
率 

残さ
の利
用率 
 

支出
に対
する
収入
の割
合 

家畜排せ
つ物処理
施設 

69.2 100.0 97.0 70.5 94.5 74.6 84.7 － 67.4 62.5 

食品廃棄
物等処理
施設 

65.1 90.5 92.6 58.0 96.5 73.8 78.7 － 13.4 77.9 

ＢＤＦ等
製造施設 

68.4 94.3 72.7 62.9 98.4 － － － 50.0 36.3 

木質バイ
オマス利
活用施設 

76.3 96.8 90.8 84.4 89.4 67.4 － － 43.1 72.3 

下水処理
施設 

74.2 100.0 99.4 87.8 95.7 85.4 79.4 － 39.9 87.1 

し尿・浄化
槽汚泥処
理施設 

83.9 97.1 95.3 63.2 92.2 24.0 79.5 － 66.4 50.0 

農業集落
排水処理
施設 

57.4 98.2 96.4 39.1 91.8 － － － － 56.4 

一般廃棄
物焼却施
設 

85.3 97.6 95.4 71.0 79.0 84.6 － 62.4 14.6 53.0 

施設全体 73.1 96.9 92.8 64.7 92.6 74.5 80.0 62.4 34.3 62.2 

  （注）１ 当省の調査結果による。 
     ２ 「-」は、該当する施設がないことを示す。 

     ３ 「施設全体」欄の値は、該当する全ての施設の年度平均実績を合計し、当該施設

数で除した値である。 
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図表２-(1)-ア-６ 施設（エネルギー生産施設）ごとの原料調達率等の平均 

（単位：％） 

区 分  

原料
調達
率 

原料
利用
率 

稼働
率 

マテ
リア
ル生
産率 

マテ
リア
ル利
用率 

発電
率 

バイ
オガ
ス利
用率 

余熱
回収
率 

残さ
の利
用率 

支出
に対
する
収入
の割
合 

発電施設 78.5 98.4 95.0 79.5 85.4 74.5 86.7 62.9 28.1 66.6 

バイオガス
生産施設 

76.5 97.0 97.7 68.5 95.2 74.3 80.0 － 45.4 75.5 

   （注）１ 当省の調査結果による。 
       ２ 「-」は、該当する施設がないことを示す。 

 

（a）家畜排せつ物処理施設 

    原料調達率は、69.2％で全体の平均より 3.9 ポイント低い。原料利用率は

100％で、原料として使い勝手がいいことがうかがえる。このことに起因して

か、マテリアル生産率は原料調達率とおおむね同じであり、原料調達率とマ

テリアル生産率との関連が最も強い施設といえる。マテリアル利用率は、

94.5％で比較的高い。地域によっては供給過多といわれる家畜排せつ物由来

の堆肥であるが、マテリアル利用率には現れていない。また、支出に対する

収入の割合が 62.5％と低いのが目立っている。 

  本施設は、採算性が悪いことが特徴といえるが、元来、家畜排せつ物の適

正処理が主目的の施設であることを考えれば、適正処理の面では一定の効果

がみられるといえる。 

   

（b）食品廃棄物等処理施設 

原料調達率は、65.1％で全体の平均より８ポイント低い。原料利用率は

90.5％で平均より 6.4ポイント低い。マテリアル生産率は 58.0％で、原料調

達率より低く、これらは８施設のうち７番目又は８番目であり、原料調達に

苦慮するほか、調達した原料自体の利活用にも苦慮していることがうかがえ

る。一方、支出に対する収入の割合は 77.9％で、マテリアル生産率等が低い

割には、比較的高いといえる。 

本施設は、原料調達と原料の使い勝手をいかに向上させるかが課題といえ

る。 

 

（c）ＢＤＦ等製造施設 

    原料調達率は、68.4％で全体の平均より 4.7 ポイント低い。原料利用率は

94.3％と平均より低く、マテリアル生産率は原料調達率より低い。このよう

な状況は、食品廃棄物等処理施設と同様であるが、支出に対する収入の割合

は 36.3％と８施設の中で最も低い。また、稼働率は、72.7％と全体の平均を
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20.1ポイント下回っている。 

  本施設は、比較的小規模な設備で生産できるため、コストを抑えることが

でき、また、原料の調達状況に合わせて設備を稼働させることが可能である。 

なお、当該施設の多くは市町村の直営によるもので、住民の環境意識啓発

のためなどの施設として運営されており、生産したＢＤＦは公用車に使用さ

れている。このため、収益には結び付いていないものが多い。 

 

（d）木質バイオマス利活用施設 

原料調達率は、76.3％で全体の平均より 3.2 ポイント高い。近年、不況の

影響等もあって建築廃材等の原料需要が競合し、十分な調達が難しいといわ

れている木質バイオマスであるが、施設種別間の平均値の比較でみると、そ

の状況は現れていない。原料利用率は全体の平均とほぼ同程度となっている。

ペレット等のマテリアル生産率は 84.4％と高いものの、発電率については

67.4％と全体の平均を下回る。このことから、原料調達量の規模が比較的大

きい発電施設においてはその調達が課題であることがうかがえる。 

なお、支出に対する収入の割合は、72.3％と比較的高い。 

当該施設は、エネルギー供給施設の色合いが濃く、採算性が比較的高いた

め、原料調達率の向上が採算性の向上にも直結するものと考えられる。 
 

（e）下水処理施設 

原料調達率は、74.2％で全体の平均より 1.1 ポイント高い。原料調達計画

が、下水処理施設として定める計画値となっており、計画処理人口に達して

いない施設もあるが、他の施設の平均値との比較からは、その影響は余りみ

られない。また、発電率は 85.4％と８施設の中で最も高い。本施設において

生産した電力を施設内で消費することにより購入電力等を削減できることに

加え、原料調達が下水使用料を徴する逆有償（注）であることも影響して、

支出に対する収入の割合は高い。 

 

（注） 「逆有償」とは、施設が原料の処理手数料を徴収して排出元から当該原料を引

き取ることをいう。 

 

（f）し尿・浄化槽汚泥処理施設 

原料調達率は、83.9％で全体の平均より 10.8ポイント高い。一方、マテリ

アル生産率や発電率、支出に対する収入の割合は平均よりも低い。 

 

（g）農業集落排水処理施設 

原料調達率は 57.4％、マテリアル生産率は 39.1％で、いずれも８施設の中

で最も低い。また、支出に対する収入の割合も 56.4％と全体の平均より 5.8

ポイント低い。 
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（h）一般廃棄物焼却施設 

原料調達率は、85.3％と８施設の中で最も高い。 

なお、近年の廃棄物減量化、再資源化等の影響で原料が減少傾向であると

されているが、原料調達率には現れていない。 

 

ｄ 施設における原料調達等の計画に対する実績 

  各施設における原料調達、マテリアル生産等が計画どおりに実施されている

かについて、図表２-(1)-ア-２に掲げる評価指標ごとに、その実績を把握した

結果は、以下のとおりである。 

 

（a）原料調達率 

今回調査した 132 施設のうち関連データを把握できた施設（該当施設）

121 施設の平成 15 年度から 20 年度までの年度平均実績をみると、図表２

-(1)-ア-７のとおり、計画に対し 100％以上を調達しているものは 21 施設

（17.4％）である。これらのうち１施設は、平成 20年度の原料調達率が 50％

未満に落ち込んでおり、これを除く 20施設に、75％以上 100％未満のうち、

計画どおりの実績が１年以上あり、かつ、20年度の実績が計画の 50％以上

の 20施設を加えると、原料調達率が好調といえるものは、40施設（33.1％）

である。 

これに対し、原料調達率が低調となっている施設は、図表 2-(1)-ア-8の

とおり、年度平均実績 50％未満の 23 施設を含む 52 施設（43.0％）となっ

ており、原料調達率が好調な上記 40施設を上回っている。 

また、①施設稼働開始後３年以上経過している 96施設のうち、計画どお

りの調達実績が１年もないものが 61施設（63.5％）、②平成 20年度の原料

調達率が 50％未満のものが 121施設中 21施設（17.4％）、これらのうち 15

施設(121施設に対し 12.4％)は 19年度から２年連続で 50％未満となってい

る。 
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図表２-(1)-ア-７ 原料調達率 

              （単位：施設） 

区 分 
該 当 
施 設 

左の原料調達率 

① 

100% 
以上 

② 

75% 
以上 
100%
未満 

 ③ 

50% 
以上 
75% 
未満 

④ 

25% 
以上 
50% 
未満 

⑤ 

25% 
未満 

うち 
好調 
なも 
の 

家畜排せつ物処理施設 17 2 7 4 3 4 1 

食品廃棄物等処理施設 16 1 5 3 6 2 2 

ＢＤＦ等製造施設 11 4 2 2 1 2 2 

木質バイオマス利活用施設 17 6 3 2 6 2 0 

下水処理施設 14 0 8 1 5 1 0 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 14 4 4 2 6 0 0 

農業集落排水処理施設 13 2 0 0 5 5 1 

一般廃棄物焼却施設 19 2 13 6 3 1 0 

計 121 21 42 20 35 17 6 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 「うち好調なもの」は、計画どおりの実績が１年以上あり、かつ、平成 20年度 

の実績が計画の 50％以上のものである。 

３ グラフ中の丸数字は上表の「左の原料調達率」欄の丸数字に対応している。 

４ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100 に

ならない場合がある。 
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図表２-(1)-ア-８ 原料調達率（年度平均実績）が低調となっている施設 

   （単位：施設） 

区 分 

低調施設 対象 121 施設全体 

原料調

達率

50％未

満 

原料調達率 75％未満 施設稼働開
始後３年以
上経過して
いて計画ど
おりの調達
実績が１年
もないもの 

平成 20年

度原料調達

率 50％未満 

 

施設稼働開始
後３年以上経
過していて計
画どおりの調
達実績が１年
もないもの 

平成 20

年度

50％未

満 

うち、19
年度も
50％未
満 

家畜排せつ物処理
施設 

5  2  0  6  3  2  

食品廃棄物等処理
施設 

4  4  0  6  4  3  

ＢＤＦ等製造施設 4  0  1  2  5  3  

木質バイオマス利
活用施設 

2  3  1  5  3  1  

下水処理施設 1  5  0  13  1  1  

し尿・浄化槽汚泥処
理施設 

0  6  0  8  0  0  

農業集落排水処理
施設 

6  4  0  10  4  4  

一般廃棄物焼却施
設 

1  3  0  11  1  1  

計 
23  27  2  

61 21 15  
52 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

次に、施設種別ごとに原料調達率の分布をみると、下水処理施設、し尿・

浄化槽汚泥処理施設、農業集落排水処理施設及び一般廃棄物焼却施設は、

公営施設であることから、収集・輸送体制に大きな差が生じにくいと考え

られ、施設間の分布が類似している。一方、ＢＤＦ等製造施設は、100％

以上のものが対象 11 施設中４施設ある一方、25％未満のものが２施設あ

るなど、他の施設に比べバラツキがみられる。 

      

      なお、今回調査した施設の中には以下の事例のとおり、原料を計画どお

りに調達できないため、エネルギーやマテリアルの生産が計画どおりに行

われず、国費の投入により得ようとする効果が発現していないものがみら

れた。 
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（原料調達率が低調な施設の事例） 

補助対象 

事業者 
事例の概要 

施設Ａ 

（千葉県） 

 

 

当該事業者の施設は、コンビニエンスストア等から排出

される食品廃棄物を飼料化する施設（食品廃棄物等処理施

設）として、「バイオマスの環づくり交付金」（農林水産省：

国費 16億円）の交付を受けて整備され、平成 19年度から

稼働している。 

しかし、原料が計画どおりに調達できなかったことから

（平成 20年度の原料調達率は約 25％）、交付先の事業者は、

軌道に乗らないまま事業を中止した。現在、別の事業者が

引き継いで事業の再開に向けて取り組んでいる。 

 （注）当省の調査結果による。 

 

      ちなみに、原料調達率が計画を下回るポイント数を国費（施設整備に係

る国費交付額）の損失と仮定した以下により試算すると、図表２-(1)-ア-

９のとおり、バイオマス関連の国費を特定できた 83 施設のうち、平成 20

年度の原料調達率を把握できた 80施設の損失額の合計は、１年当たり約３

億 3,700万円で、１施設当たりの平均は１年当たり約 421万円である。 

     〔損失額の算式〕 

① 施設の耐用年数を全て 20年と仮定する。 

②（国費交付額／20 年）－（国費交付額／20年×該当年度の原料調達率） 

＝ 該当年度の国費損失額 
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図表２-(1)-ア-９ 原料調達率を基に推計した国費の損失額 
（単位：千円、施設） 

施設の種別 集計区分 平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 平均 

家畜排せつ物処理施設 
損失額（Ａ） 4,335 8,013 7,081 48,604 49,440 54,192 61,655 

施設数（Ｂ） 3 3 4 11 13 14 15 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） 1,445 2,671 1,770 4,418 3,803 3,870 4,110 

食品廃棄物等処理施設 
損失額（Ａ） 2,970 12,067 17,579 32,434 143,359 122,745 138,935 

施設数（Ｂ） 4 4 5 9 14 16 16 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） 742 3,016 3,515 3,603 10,239 7,671 8,683 

ＢＤＦ等製造施設 
損失額（Ａ） 0 0 0 379 1,883 2,727 2,251 

施設数（Ｂ） 1 2 3 6 10 11 11 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） 0 0 0 63 188 247 204 

木質バイオマス利活用施
設(マテリアル) 

損失額（Ａ） － 251 6,119 6,275 6,256 5,140 6,396 

施設数（Ｂ） － 2 4 4 9 8 9 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） － 125 1,529 1,568 695 642 710 

木質バイオマス利活用施

設（発電） 

損失額（Ａ）  －  － 13,594 32,500 126,991 75,740 97,661 

施設数（Ｂ） － － 3 6 8 8 8 

１施設当たり（Ａ／Ｂ）  －  － 4,531 5,416 15,873 9,467 12,207 

下水処理施設 
損失額（Ａ） 38,706 43,732 46,962 44,776 37,258 40,677 42,019 

施設数（Ｂ） 8 8 8 8 8 8 8 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） 4,838 5,466 5,870 5,597 4,657 5,084 5,252 

し尿・浄化槽汚泥処理施
設 

損失額（Ａ） 231 1,879 3,893 3,292 2,321 4,486 3,173 

施設数（Ｂ） 2 4 4 4 4 4 4 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） 115 469 973 823 580 1,121 793 

農業集落排水処理施設 
損失額（Ａ） 12,240 10,066 10,230 27,485 26,808 25,060 27,340 

施設数（Ｂ） 4 5 6 9 9 9 9 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） 3,060 2,013 1,705 3,053 2,978 2,784 3,037 

一般廃棄物焼却施設 
損失額（Ａ） 298 353 5,062 4,758 7,153 6,284 4,584 

施設数（Ｂ） 3 2 3 3 3 2 3 

１施設当たり（Ａ／Ｂ） 99 176 1,687 1,586 2,384 3,142 1,528 

施設全体 

損失額（Ａ） 58,780 76,361 110,520 200,503 401,469 337,051 384,014 
施設数（Ｂ） 25 30 40 60 78 80 83 
１施設当たり（Ｃ＝Ａ／Ｂ） 2,351 2,545 2,763 3,341 5,147 4,213 4,626 

国費交付額（Ｄ） 392,588 389,438 552,726 744,531 1,121,523 1,149,970 1,157,346 
１施設当たり（Ｅ＝Ｄ／Ｂ） 15,703 12,981 13,818 12,408 14,378 14,374 13,943 

損失率（Ｃ／Ｅ） 15.0% 19.6% 20.0% 26.9% 35.8% 29.3% 33.2% 

   （注）  １ 当省の調査結果による。 
２ 木質バイオマス利活用施設は、マテリアルの生産を行う施設と発電を行う施設で設備投資の規模及び国費の額も異なるため、分割して集計した。 
３ 各年度の欄のうち、「損失額（Ａ）」欄は当該年度に稼働の実績があった全ての施設の損失額の合計、「国費交付額（Ｄ）」欄は当該施設の１年当たりの国費交付額の合計である。 
４ 「平均」欄のうち、「損失額（Ａ）」欄は平成 15年度から 20年度までの間に稼働の実績があった全ての施設の年度平均損失額（各施設ごとに稼働の実績があった全ての年度の損失
額を算定して合計し、稼働年数で除したもの）の合計、「国費交付額（Ｄ）」欄は当該施設の１年当たりの国費交付額の合計である。 

５ 「１施設当たり」欄の値は千円未満を切り捨てて表示している。 

 

-
 
5
3
 
- 
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原料調達率が低調な 52 施設のうち低調な理由を把握できた 38 施設につ

いてみると、図表２-(1)-ア-10 のとおり、「原料自体の減少」が 18 施設で

最も多く、次いで、「施設稼働上のトラブル」（受入れを制限せざるを得な

い）が８施設となっている。中には、「原料の質・排出元を限定」を理由と

し、原料の調達におけるリスク分散に疑問があるものが３施設、「原料の調

達計画が過大」が１施設みられる。 

さらに、「原料自体の減少」について、施設種別ごとにみると、家畜排せ

つ物処理施設の場合は飼料価格の高騰等による畜産農家の廃業又は家畜の

飼養頭数の減少が要因と考えられるが、一般廃棄物焼却施設の場合は地方公

共団体や住民のごみ減量化の取組によるところが大きいなど、調達する原料

の種類によってその原因が異なる。 

 

図表２-(1)-ア-10 原料調達量・調達率が低調な理由（複数回答） 

             （単位：施設） 

施設の種別 

 

 

理 由 

家畜
排せ
つ物
処理
施設 

食品
廃棄
物等
処理
施設 

ＢＤ
Ｆ等
製造
施設 

木質
バイ
オマ
ス利
活用
施設 

下水
処理
施設 

し尿
・浄化
槽汚
泥処
理施
設 

農業
集落
排水
処理
施設 

一般
廃棄
物焼
却施
設 

計 

原料自体の減
少 

2 0 0 2 1 4 5 4 18 

施設稼働上の
トラブル 

2 2 2 1 0 0 1 0 8 

原料の質・排
出元を限定 

0 1 1 0 0 1 0 0 3 

原料取り合い 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

排出元におけ
る原料の分別
不足 

0 1 0 0 0 1 0 0 2 

生産調整 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

処理料割高 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

原料の調達計
画が過大 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

その他 0 2 0 0 1 0 2 0 5 

（注）１ 当省の調査結果による。 

        ２ 低調な理由を把握できた 38施設について作成した。 

 

 

 

 



- 55 - 
 

また、今回調査した 132 施設における原料の調達方法（コストの有無）

をみると、図表２-(1)-ア-11 のとおり、有償（施設が原料を購入）で原料

を調達している施設は木質バイオマス利活用施設が 17施設と最も多い。一

方、無償で調達しているのは、家畜排せつ物処理施設が９施設、食品廃棄

物等処理施設が７施設、ＢＤＦ等製造施設が６施設となっている。さらに、

逆有償（施設が排出元から原料の処理手数料等を徴収してその排出元から

当該原料を引取ることをいう。）で調達している施設は、一般廃棄物焼却施

設が 18施設、家畜排せつ物処理施設、し尿・浄化槽汚泥処理施設及び農業

集落排水処理施設がそれぞれ 13 施設、下水処理施設が 12 施設となってい

る。 

 

図表２-(1)-ア-11 原料の調達方法（コストの有無）（複数回答） 

（単位：施設） 

施設の種別 

原料の調達 搬入コスト負担者 

有償 無償 逆有償 
有償及
び逆有
償 

施設自
己負担 

他者
負担 

搬入コス
トなし 

家畜排せつ物処理施設 4 9 13 0 10 14 1 

食品廃棄物等処理施設 0 7 8 3 9 6 2 

ＢＤＦ等製造施設 6 6 1 0 10 2 1 

木質バイオマス利活用
施設 17 2 2 0 13 6 0 

下水処理施設 0 1 12 0 3 7 4 

し尿・浄化槽汚泥処理
施設 0 2 13 0 1 12 0 

農業集落排水処理施設 0 2 13 0 7 7 1 

一般廃棄物焼却施設 1 1 18 0 9 9 0 

計 28 30 80 3 62 63 9 

     （注）１ 当省の調査結果による。 
２ 「有償及び逆有償」は、同種のバイオマス原料（食品廃棄物）について、排

出元の違い等により、有償で調達しているものと逆有償で調達しているものの

２通りの方法で調達しているものである。 

 

これらの原料の調達方法（コストの有無）と原料調達率との関連をみる

と、図表２-(1)-ア-12のとおりであり、原料調達率が 75％以上の施設でみ

ると、原料の調達方法が「有償」のものの場合は 48％（25施設中 12施設）、

「無償」の場合は 53.8％（26施設中 14施設）、「逆有償」の場合は 52％（75
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施設中 39施設）となっており、原料調達コストの有無が原料調達率に影響

を与えているとはいえない。 

 

    図表２-(1)-ア-12 原料の調達方法（コストの有無）と原料調達率の関係 

（単位：施設） 

原料の調達方法 

原料調達
率が判明
している
施設 

左の原料調達率 

① 

100% 
以上 

② 

75%以上 
100%未満 

③ 

50%以上 
75%未満 

④ 

25%以上 
50%未満 

⑤ 

25% 
未満 

有償 25 7 5 7 5 1 

無償 26 6 8 7 3 2 

逆有償 75 8 31 23 9 4 

有償及び逆有償 3 0 1 0 2 0 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 複数の調達方法に該当する施設もある。 

３ グラフ中の丸数字は上表の「左の原料調達率」欄の丸数字に対応している。 

 

また、関連データを把握できた 121 施設のうち、原料調達率が 75％未満

の施設が 58施設（47.9％）みられることについて、その要因を分析すると、

①交付決定等における事業計画（原料の調達先、調達量等）の実現性を担保

する仕組みになっていないこと（57 頁の「原料調達に係る審査事項が明確

でない事例」参照）、②施設の運営管理状況の報告等により把握した低調事

例に対する改善指導の実効性を担保する仕組みになっていないことが挙げ

られる。 

施設別では、食品廃棄物等処理施設、ＢＤＦ等製造施設及び木質バイオ

マス利活用施設における原料調達の安定化を図ることが課題といえる。 
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（原料調達に係る審査事項が明確でない事例） 

事業名等 事例の概要 

バイオマ

スの環づ

くり交付

金（農林

水産省） 

 

 

 

 

前記の施設Ａに関する事例については、必要な原料の約６割

を特定の調達先に依存しており、この者からの調達が不調であ

ったことが低調な原料調達率の主な原因として挙げられ、原料

調達に係るリスクの分散が十分でなかったものとみられる。 

地方農政局等では、このような事業計画に対する審査（原料

確保の実現性）が十分でなかったものとみられる。これは、本

交付金の実施要領では、原料確保に係る裏付資料（例：仮契約

書）までは求めていないことが一因と考えられる。 

なお、後継の交付金である「地域バイオマス利活用交付金」

の実施要領においても同様である。 

施設Ｂ（福岡県、国費約 400 万円、平成 18年度稼働開始）

は、原料である廃食用油の賦存量（１世帯当たりの年間排出量）

を過大に算定していたことに加え、原料の収集も不調であった

ため、原料調達率は毎年度 10％未満にすぎない。 

これについて、地方農政局等における事業計画の審査（賦存

量の算定根拠）が十分でなかったものとみられるが、本交付金

の実施要領では、事業計画書への賦存量等の算出根拠の記載又

は資料の添付を求めていないことが一因と考えられる。 

なお、後継の交付金である「地域バイオマス利活用交付金」

の実施要領においても同様である。 

（注）当省の調査結果による。 

 

      一方、原料調達率が好調な 40 施設のうち、好調な理由を把握できた 21 施

設についてみると、図表２-(1)-ア-13 のとおり、「原料排出元との協力、調

整」が８施設、「広域収集の実施」及び「利用促進のための協議会・ＰＲ」が

それぞれ４施設、「不足する原料について代替原料を導入」が３施設などとな

っている。原料調達率が好調な主な事例は、以下のとおりであり、必要量確

保のため、収集地の賦存量調査を行い、関係者と協力し覚書を取り交わすな

どの取組が功を奏したものといえる。 
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   図表２-(1)-ア-13 原料調達率が好調である施設（複数回答あり） 

 （単位：施設） 

   施設の種別 

 

 

理 由 

家畜
排せ
つ物
処理
施設 

食品
廃棄
物等
処理
施設 

ＢＤ
Ｆ等
製造
施設 

木質
バイ
オマ
ス利
活用
施設 

下水
処理
施設 

し 尿
・浄化
槽汚
泥処
理施
設 

一般
廃棄
物焼
却施
設 

計 

原料排出元との
協力、調整 

2 0 2 4 0 0 0 8 

廃棄物処理を目
的として整備 

1 1 0 0 1 1 0 4 

広域収集の実施 1 0 0 1 0 1 1 4 

利用促進のため
の協議会・ＰＲ 

2 0 2 0 0 0 0 4 

不足する原料に
ついて代替原料
を導入 

0 2 0 1 0 0 0 3 

自施設内から発
生したバイオマ
ス利用 

0 2 0 0 0 0 0 2 

賦存量の試算 0 0 0 2 0 0 0 2 

原料調達の仕組
が既に確立 

0 0 2 0 0 0 0 2 

バイオマスタウ
ン構想によるメ
リット 

0 0 1 0 0 0 0 1 

その他 1 1 2 2 0 0 0 6 

  （注）当省の調査結果による。  

 
 

（原料調達率が好調な施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｃ 

（福島県） 

 

 

 

 

本施設は、建築解体工事から発生する廃材を利用した木質チ
ップを原料に発電を行う施設（木質バイオマス利活用施設）と
して、「新エネルギー等事業者支援対策事業」（経済産業省：国
費８億円）の交付を受けて整備され、平成 18年度から稼働して
いる。 
当該施設では、必要量確保のため、収集地の賦存量調査を行

い、関係者と協力覚書を取り交わすなどの取組を行っていた。
また、近年の公共工事の減少等により近隣の中間処理業者から
だけでは原料を賄いきれなくなったため、現在では他県の業者
と契約を締結するなどして必要量の確保を図っている。この結
果、平成 20年度においても計画どおりの調達を実現している。 

（注）当省の調査結果による。 
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（b）原料利用率 

関連データを把握できた 127施設の平成 15年度から 20年度までの年度平

均実績をみると、図表２-(1)-ア-14のとおり、調達した原料を全て利用して

いるものは 106施設（83.5％）あるが、残り 21施設（16.5％）は調達した原

料の一部を利用していない。また、127 施設の年度別実績をみると、平成 20

年度 100％未満のものが 19施設（15.0％）で、これらのうち 15施設は 19年

度から２年連続で 100％未満となっている。 

次に、施設種別ごとの原料利用率の分布をみると、家畜排せつ物処理施設

（20施設）及び下水処理施設（15施設）がそれぞれ 100％以上であるのに対

し、食品廃棄物等処理施設は、100％以上のものが 16 施設中７施設と半分に

も満たない。 

 

図表２-(1)-ア-14 原料利用率（平成15年度から20年度までの年度平均実績） 

                              （単位：施設）                                      

区 分 
該 当 

施 設 

左の原料利用率 

① 
100% 
以上 

② 
75%以上 
100%未満 

③ 
50%以上 
75%未満 

④ 
25%以上 
50%未満 

⑤ 
25% 
未満 

家畜排せつ物処理施設 20 20 0 0 0 0 

食品廃棄物等処理施設 16 7 5 4 0 0 

ＢＤＦ等製造施設 12 8 3 1 0 0 

木質バイオマス利活用施設 18 15 2 1 0 0 

下水処理施設 15 15 0 0 0 0 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 14 13 0 1 0 0 

農業集落排水処理施設 14 12 2 0 0 0 

一般廃棄物焼却施設 18 16 1 1 0 0 

計 127 106 13 8 0 0 

 
  （注）１ 当省の調査結果による。 

２ グラフ中の丸数字は上表の「左の原料利用率」欄の丸数字に対応している。 
３ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100
にならない場合がある。 
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利用しなかった原料の処分方法をみると、図表 2-(1)-ア-15のとおり、「廃

棄・焼却」が９施設で最も多く、次いで、「他者に処理委託」が７施設、「次

年度以降に利用」が２施設となっている。また、図表 2-(1)-ア-16のとおり、

利用しなかった原料の処分について、コストをかけている施設が、21施設中

11施設（52.4％）みられる。 

   

図表２-(1)-ア-15 利用しなかった原料の処分方法（複数回答） 

（単位：施設） 

    施設の種別 
 
 
処分方法 

食品廃
棄物等
処理施
設 

ＢＤＦ
等製造
施設 

木質バ
イオマ
ス利活
用施設 

し尿・浄
化槽汚
泥処理
施設 

農業集
落排水
処理施
設 

一般廃
棄物焼
却施設 

計 

廃棄･焼却 6 1 0 1 1 0 9 

他者に処理委託 3 1 1 0 0 2 7 

次年度以降に利用 0 1 1 0 0 0 2 

近隣農家に譲渡 1 0 0 0 0 0 1 

他用途に使用 0 0 0 0 0 1 1 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 家畜排せつ物処理施設及び下水処理施設は全施設で原料利用率が 100％以上

となっているため、該当しないことから、本表には計上していない（以下の原

料利用率に関する図表において同じ。）。 

   

図表２-(1)-ア-16 利用しなかった原料を有償で処分している施設 

（単位：施設） 

施設 
種別 

食品廃棄
物等処理
施設 

ＢＤＦ等
製造施設 

木質バイ
オマス利
活用施設 

し尿・浄
化槽汚泥
処理施設 

農業集落
排水処理
施設 

一般廃棄
物焼却施
設 

計 

施設数 7 1 1 1 0 1 11 

（注）当省の調査結果による。 

   

調達した原料が異物の混入等により利用できない施設では、エネルギーや

マテリアルの生産量が計画を下回る状況になることから、国費の投入により

得ようとする効果が発現していない状況となっている。また、廃棄・焼却や

他者に処理委託することは、ＣＯ2 排出量を増加させる等地球温暖化防止や

循環利用の観点から好ましくない上、施設の経営を圧迫し、事業継続を困難

とする要因にもなっている。 

原料利用率が 100％未満となっている 21 施設のうち、その理由を把握で

きた 19 施設についてみると、図表２-(1)-ア-17 のとおり、「異物の混入」
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が 10施設で最も多く、次いで、「施設整備・稼働におけるトラブルに起因」

が４施設、「生産調整」が２施設となっている。 

これらのうち、「異物の混入」については、食品廃棄物等処理施設が半分

を占めているが、これは、排出元となる食品小売業等では分別が徹底されて

いないことから、食品廃棄物の中に食品包装等に用いられた廃プラスチック

容器やビニール袋などの異物が混入し、これを除去するために稼働を停止す

るケースが多いためである。 

このことから、「異物の混入」と「施設整備・稼働におけるトラブルに起

因」との間には関係があり、食品廃棄物等処理施設においては、「異物混入

による施設整備・稼働におけるトラブル」も多く、その対応に苦慮している

ことがうかがえる。 

 

図表２-(1)-ア-17 原料利用率が 100％未満の理由（複数回答あり） 

                                （単位：施設） 

       施設の種別 
 
 
理 由 

食品廃
棄物等
処理施
設 

ＢＤＦ
等製造
施設 

木質バ
イオマ
ス利活
用施設 

し尿・
浄化槽
汚泥処
理施設 

農業集
落排水
処理施
設 

一般廃
棄物焼
却施設 計 

異物の混入 5 1 1 1 1 1 10 

施設整備・稼働におけ
るトラブルに起因 

4 0 0 0 0 0 4 

生産調整 0 2 0 0 0 0 2 

その他 1 1 2 1 0 0 5 

（注）当省の調査結果による。 

    

上記のように原料利用率が 100％未満となっている施設がみられる要因と

して、例えば、「地域バイオマス利活用交付金」（農林水産省）では、交付決

定等における事業計画や運営管理状況報告で原料利用率を把握することに

なっていないことが挙げられる。 

なお、「異物の混入」については、食品小売業者等からの排出の確保及び

分別の徹底に関して従前から、食品リサイクルを実施する上での課題の一つ

となっていることも要因として挙げられる。 
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（c）稼働率 

関連データを把握できた 127施設の平成 15年度から 20年度までの年度平均

実績をみると、図表２-(1)-ア-18 のとおり、計画どおりに稼働しているもの

（稼働率 100％以上）は 75 施設と約６割を占める。稼働率が 50％未満のもの

は、４施設（3.1％）ある。 

また、127施設の施設種別ごとの実績をみると、家畜排せつ物処理施設では、

その 85％が計画どおりに稼働している。次いで、下水道処理施設が 78.6％と

なっている。 
 
図表２-(1)-ア-18 稼働率（平成 15年度から 20年度までの年度平均実績） 

（単位：施設） 

区 分 
該 当 
施 設 

左の稼働率 

① 
100% 
以上 

② 
75%以上 
100%未満 

③ 
50%以上 
75%未満 

④ 
25%以上 
50%未満 

⑤ 
25% 
未満 

家畜排せつ物処理施設 20 17 2 1 0 0 

食品廃棄物等処理施設 16 9 6 1 0 0 

ＢＤＦ等製造施設 13 3 5 2 1 2 

木質バイオマス利活用施設 19 8 9 1 1 0 

下水処理施設 14 11 3 0 0 0 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 13 10 1 2 0 0 

農業集落排水処理施設 13 10 2 1 0 0 

一般廃棄物焼却施設 19 7 12 0 0 0 

計 127 75 40 8 2 2 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ グラフ中の丸数字は上表の「左の稼働率」欄の丸数字に対応している。 
３ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100にな
らない場合がある。 
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     なお、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、施設の稼働率が

100％未満になり、エネルギーやマテリアルの生産が計画どおりに行われず、

国費の投入により得ようとする効果が発現していないものがみられた。 

 

（稼働率が 100％未満となっている施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｄ 

（大分県） 

 

 

 

 

市が運営する本施設（装置）は、学校給食センター等から

分別収集した廃食用油を精製してバイオディーゼル燃料を

製造し、市の公用車の燃料として使用するため、「地域新エ

ネルギー等導入促進事業」（経済産業省：国費 444万円）の

交付を受けて整備され、平成 18年度から稼働している。 

しかし、施設の年間稼働予定日数の算定に当たって、小中

学校の夏休み等の給食を作らない期間を考慮せず、単純に市

職員の勤務日に準じた算定を行っていた。このため、年間稼

働予定日数が過大となり、施設の稼働開始後３年間、全て稼

働率は 50％を下回っている。 

（注）当省の調査結果による。 

     

     稼働率が 100％未満となっている 52施設のうち、その理由を把握できた 16

施設についてみると、図表２-(1)-ア-19 のとおり、「原料不足」によるもの

が６施設で最も多く、次いで、「施設整備・稼働におけるトラブル」が５施

設、「需要の低下」が３施設となっている。 

「原料不足」については、一般廃棄物焼却施設が４施設で全体の３分の２

を占めているが、これは地方公共団体や住民のごみ減量化の取組によるとこ

ろが大きいと考えられる。また、「施設整備・稼働におけるトラブル」につ

いてはそのほとんどが木質バイオマス利活用施設のうち木質発電を行って

いる施設によるものであり、これは発電設備の故障やメンテナンスに伴い稼

働停止した期間があったことによる。 
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     図表２-(1)-ア-19 稼働率が 100％未満の理由（複数回答） 

（単位：施設） 

   施設の種別 
 
理 由 

家畜排せ

つ物処理

施設 

食品廃棄

物等処理

施設 

ＢＤＦ等

製造施設 

木質バイ

オマス利

活用施設 

農業集落

排水処理

施設 

一般廃棄

物焼却施

設 

計 

原料不足 0 0 0 1 1 4 6 

施設整備・稼働に
おけるトラブル 

0 1 0 4 0 0 5 

需要の低下 1 0 1 1 0 0 3 

賦存量見込みが

過大 
0 0 2 0 0 0 2 

その他 0 1 1 0 0 0 2 

（注）当省の調査結果による。 

 

また、稼働率が 100％未満となっている施設がみられる要因として、以下

の事例にみられるとおり、①交付決定等における事業計画の実現性を担保す

る仕組みになっていないこと、②施設の運営管理状況の報告等により把握し

た低調事例に対する改善指導の実効性を担保する仕組みになっていないこ

とが挙げられる。 

なお、稼働率については、例えば、ＢＤＦ等製造施設のような比較的小規

模な施設では、原料の調達状況によっては計画どおりに稼働させない方がエ

ネルギー消費が効率的になる場合もあることに留意する必要がある。 

 

（稼働計画に係る審査事項が明確でない事例） 

事業名等 事例の概要 

地域新エネ

ルギー等導

入促進事業

（経済産業

省） 

 

前記の施設Ｄに関する事例（稼働率が 100％未満となって

いる事例）については、年間稼働予定日数の算定根拠の審査

が十分でなかったものとみられる。この要因として、本事業

の実施要領において実施計画書の記載項目として年間運転

時間は求めているものの、その算定根拠については計画書へ

の記載又は資料の添付を求めていないことが挙げられる。 

（注）当省の調査結果による。 
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（ｄ）マテリアル生産率 

関連データを把握できた 76施設の平成 15年度から 20年度までの年度平均

実績をみると、図表２-(1)-ア-20のとおり、計画どおりに生産しているもの

（生産率 100％以上）となっているものは、15施設（19.7％）であり、これ

に、75％以上 100％未満のうち計画どおりの実績が１年以上あり、かつ、20

年度の実績が計画の 50％以上の 13 施設を加えると、マテリアル生産率が好

調といえるものは、28施設（36.8％）である。 

 
図表２-(1)-ア-20 マテリアル生産率（平成 15年度から 20年度までの年度 

平均実績） 
（単位：施設） 

区 分 
該当 
施設 

左のマテリアル生産率 

① 
100% 
以上 

② 
75%以上 
100%未満 

 ③ 
50%以上 
75%未満 

④ 
25%以上 
50%未満 

⑤ 
25% 
未満 

うち好調
なもの 

家畜排せつ物処理施設 14 4 3 2 3 3 1 

食品廃棄物等処理施設 15 2 2 2 6 2 3 

ＢＤＦ等製造施設 12 4 2 2 1 2 3 

木質バイオマス利活用施設  10 3 4 1 3 0 0 

下水処理施設 3 0 3 1 0 0 0 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 6 1 1 1 1 3 0 

農業集落排水処理施設 10 0 2 2 1 4 3 

一般廃棄物焼却施設 6 1 2 2 1 1 1 

計 76 15 19 13 16 15 11 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 「うち好調なもの」は、計画どおりの実績が１年以上あり、かつ、平成 20年 
度の実績が計画の 50％以上のものである。 

３ グラフ中の丸数字は上表の「左のマテリアル生産率」欄の丸数字に対応してい 
る。 

４ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100に 
ならない場合がある。 
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これに対し、マテリアル生産率が低調となっている施設は、図表２-(1)-

ア-21のとおり、50％未満の 26施設を含む 38施設（50.0％）となっており、

76施設の半数の施設が低調である。 

また、①稼働開始後３年以上経過している 54施設のうち、計画どおりの生

産実績が１年もないものが 32 施設（59.3％）、②平成 20 年度のマテリアル

生産率が 50％未満のものが 76施設中 25施設（32.9％）、これらのうち 17施

設（76施設に対して 22.4％）は 19年度から２年連続で 50％未満となってい

る。 

 

図表２-(1)-ア-21 マテリアル生産率（年度平均実績）が低調である施設 

 （単位：施設） 

区 分 

低調施設 該当 76施設全体 

マテリ

アル生

産率

50％未

満 

マテリアル生産率 

75％未満 

施設稼働開始

後３年以上経
過していて計
画どおりの生

産実績が１か
年もないもの 

平成 20年

度マテリ

アル生産

率 50％未

満 

 

施設稼働開始後
３年以上経過し
ていて計画どお

りの生産実績が
１年もないもの 

平成 20

年度

50％未

満 

うち、19
年度も
50％未
満 

家畜排せつ物処理施設 4  2  0  5  4  2  

食品廃棄物等処理施設 5  4  1  5  5  1  

ＢＤＦ等製造施設 5  1  0  3  5  5  

木質バイオマス利活用

施設 
0  2  0  3  1  0  

下水処理施設 0  0  0  2  0  0  

し尿・浄化槽汚泥処理

施設 
3  1  0  4  2  2  

農業集落排水処理施設 7  1  0  7  7  6  

一般廃棄物焼却施設 2  1  0  3  1  1  

計 
26  12  1  

32  25  17  
38（注２） 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 「低調施設」について、「マテリアル生産率 50％未満」の計（26施設）及び

「マテリアル生産率 75％未満」の計（12 施設及び１施設）を合計すると 39 施

設となるが、「マテリアル生産率 75％未満」の施設の中には「施設稼働開始後

３年以上経過していて計画どおりの調達実績が１年もないもの」と「平成 20年

度 50％未満」の両方の条件に合致する施設が１施設あるため、この重複してい

る１施設を除くと 38施設になる。 
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次に、施設種別ごとにマテリアル生産率の分布をみると、下水処理施設は、

該当施設が３施設で、いずれも 75％以上 100％未満である。一方、家畜排せ

つ物処理施設、食品廃棄物等処理施設及びＢＤＦ等製造施設は、それぞれ

100％以上のものが比較的多い反面、50％未満のものも多くみられる。 

なお、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、マテリアルの生

産が計画どおりに行われず、バイオマスの利活用に関して、国費の投入によ

り期待される効果が発現していないものがみられた。 

 

    (マテリアル生産率が低調な施設の事例) 

施設等 事例の概要 

施設Ｅ 

（神奈川県） 

本施設は、家畜排せつ物を中心に、食品廃棄物や剪定枝

などを原料として堆肥生産を行う施設として、「資源リサイ

クル畜産環境整備事業」（農林水産省：国費５億 1,130万円）

の交付を受けて整備され、平成 18年度から稼働している。 

しかし、各原料の調達が低調なことに加え、生産する堆

肥の品質を安定させる等のための「戻し堆肥」について、

戻し堆肥の代替に使用する見込みであった剪定枝の調達量

が少ないため、戻し堆肥の量を増やさざるを得ず、その結

果、堆肥の生産量が減少している。このため、施設の稼働

開始後３年間、全てマテリアル生産率は 50％を下回ってい

る。 

（注）当省の調査結果による。 

 

      マテリアル生産率が低調な 38 施設のうち、低調な理由を把握できた 28

施設についてみると、図表２-(1)-ア-22のとおり、「原料不足」（原料が計

画どおり調達できないため、生産量も減少している。）が 19 施設で最も多

く、「製品需要の減少」（製品需要の減少に応じて生産量も減少させている。）

が４施設と、原料調達や製品の販路確保の影響を受けている状況がみられ

る。 

また、マテリアル生産率が低調となっている理由が生産工程にあるもの

として、「施設整備・稼働におけるトラブル」（故障、製造工程不具合）が

６施設となっている。 
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図表２-(1)-ア-22 マテリアル生産実績・生産率が低調な理由（複数回答） 

（単位：施設） 

施設の種
別 
 
 
理 由 

家畜排
せつ処
理施設 

食品廃
棄物等
処理施
設 

ＢＤＦ
等製造
施設 

し尿・浄
化槽汚
泥処理
施設 

農業集
落排水
処理施
設 

一般廃
棄物焼
却施設 計 

原料不足 3 4 3 2 7 0 19 

施設整備・稼働に
おけるトラブル 

0 2 2 1 0 1 6 

製品需要の減少 1 1 1 0 0 1 4 

許認可の遅れ 0 1 0 0 0 0 1 

住民への配慮 0 0 0 1 0 0 1 

その他 0 2 0 0 2 0 4 

（注）当省の調査結果による。 

 

     上記のようにマテリアル生産率の低調な施設がみられる要因として、以

下の事例にみられるとおり、①交付決定等における事業計画の実現性を担保

する仕組みになっていないこと、②施設の運営管理状況の報告等により把握

した低調事例に対する改善指導の実効性を担保する仕組みになっていない

ことが挙げられる。 

 

（マテリアル生産に係る審査事項が明確でない事例） 

事業名等 事例の概要 

バイオマス

の環づくり

交付金（農

林水産省） 

 

 

 

 

施設Ｆ（栃木県、国費１億 2,062万円、平成 18年度稼働

開始）は、コンビニエンスストア等の食品廃棄物等を原料

に堆肥を生産していた。しかし、コンビニエンスストア等

からの原料に混入していることが多いビニール等が攪拌装

置に巻き付くなどのトラブルが多発したため、同様のトラ

ブルが発生しづらい機械・設備に更新するとして、事業を

停止した（当省の実地調査以降、資金繰りの悪化により、

機械・設備が更新できず、約２年間にわたって施設が使用

されていない。）。 

食品廃棄物の処理施設においては、異物混入によるトラ

ブルの多発が懸念されているが、事業実施計画の審査時に

おいて、トラブル防止に係る審査事項が明示されていない

ことも一因といえる。 

なお、後継の交付金である「地域バイオマス利活用交付

金」の実施要領においても同様である。 

（注）当省の調査結果による。 
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（ｅ）マテリアル利用率 

関連データを把握できた 96施設のマテリアル利用率の平成 15年度から 20

年度までの年度平均実績をみると、図表２-(1)-ア-23のとおり、生産したマ

テリアルを全て利活用（販売、無償提供又は自己消費）している施設（利用

率 100％以上）は 61 施設（63.5％）であり、残り 35 施設（36.5％）の利用

率は 100％未満である。 

また、96施設の年度別実績をみると、平成 20年度に 50％未満のものが２

施設（2.1％）あり、うち１施設は 19年度から２年連続で 50％未満となって

いる。 

 

図表２-(1)-ア-23 マテリアル利用率（平成 15年度から 20年度までの 

年度平均実績） 

 （単位：施設）                                          

区 分 
該 当 
施 設 

左のマテリアル利用率 

① 
100% 
以上 

② 
75%以上 
100%未満 

③ 
50%以上 
75%未満 

④ 
25%以上 
50%未満 

⑤ 
25% 
未満 

家畜排せつ物処理施設 18 14 2 2 0 0 

食品廃棄物等処理施設 15 10 4 1 0 0 

ＢＤＦ等製造施設 13 8 5 0 0 0 
木質バイオマス利活用施設 10 6 2 2 0 0 
下水処理施設 4 2 2 0 0 0 
し尿・浄化槽汚泥処理施設 12 7 4 1 0 0 
農業集落排水処理施設 14 9 3 2 0 0 
一般廃棄物焼却施設 10 5 2 1 1 1 

計 96 61 24 9 1 1 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ グラフ中の丸数字は上表の「左のマテリアル利用率」欄の丸数字に対応してい 
る。 

３ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100 
にならない場合がある。 
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なお、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、国費の投入によ

り得ようとする効果が発現していないものがみられた。 

 

（マテリアル利用率が 100％未満となっている施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｇ 

（兵庫県） 

 

 

 

 

本施設は、「農業集落排水資源循環統合補助事業」（農林水

産省：国費２億 7,945 万円）の交付を受けて整備された施設

で、農業集落排水汚泥を発酵させた肥料の製造を行い、これ

を地元の農家に無償提供している。 

施設の稼働開始当初は汚泥発酵肥料に農家が興味を示し

たため、生産した肥料は全て利活用されたが、その後のＰＲ

不足により肥料の提供割合が低下した。このため、平成 19

年度及び 20年度の２か年度は、マテリアル利用率が 100％を

下回る状況となっている。 

（注）当省の調査結果による。 

      

マテリアルの利用率が 100％未満となっている 35 施設のうち、その理由

を把握できた９施設についてみると、図表２-(1)-ア-24のとおり、「製品の

知名度不足」及び「製品の需要低下」によるものがそれぞれ２施設となって

おり、中には、「法規制」によるものも１施設みられる。 
 

 

図表２-(1)-ア-24 マテリアルの利用率が 100％未満の理由（複数回答） 

（単位：施設） 

   施設の種別 

 

理 由 

家畜排
せつ物
処理施
設 

ＢＤＦ
等製造
施設 

下水処
理施設 

し尿・浄
化槽汚
泥処理
施設 

農業集
落排水
処理施
設 

一般廃
棄物焼
却施設 計 

製品の知名度
不足 

1 0 0 0 1 0 2 

製品の需要低
下 

0 0 1 1 0 0 2 

在庫の次年度
繰越 

0 1 0 0 0 0 1 

事業者等の要
望に応じた販
売の実施 

0 0 0 0 0 1 1 

法規制 0 0 1 0 0 0 1 

その他 0 0 0 0 0 2 2 

（注）当省の調査結果による。 
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また、生産したマテリアルの供給方法についてみると、図表２-(1)-ア-25

のとおり、販売を行っている施設が最も多く 65 施設となっているが、無償

提供を行っている施設も公共系のし尿・浄化槽汚泥処理施設を中心として

33 施設みられる。また、施設内又はその施設を管理・運営している者にお

いて自己消費している施設も 12施設みられる。 

なお、ＢＤＦ等製造施設のうち地方公共団体の施設では、生産したバイオ

ディーゼル燃料を公用車の燃料として使用している。 

 
図表２-(1)-ア-25 マテリアルの供給方法（複数回答） 

 （単位：施設） 

施設の種別 

 

理 由 

家畜排
せつ物
処理施
設 

食品廃
棄物等
処理施
設 

ＢＤＦ
等製造
施設 

木質バ
イオマ
ス利活
用施設 

下水
処理
施設 

し尿・
浄化槽
汚泥処
理施設 

農業集
落排水
処理施
設 

一般廃
棄物焼
却施設 計 

販売 17 12 6 9 1 4 7 9 65 

無償提供 6 3 3 0 2 10 8 1 33 

自己消費 1 2 7 0 0 1 0 1 12 

（注）当省の調査結果による。 

    

上記のようにマテリアル利用率が 100％未満となっている施設がみられ

る要因として、以下の事例にみられるとおり、①交付決定等における事業

計画の実現性を担保する仕組みになっていないこと、②施設の運営管理状

況の報告等により把握した低調事例に対する改善指導の実効性を担保する

仕組みになっていないことが挙げられる。例えば、地域バイオマス利活用

交付金では、運営管理状況報告にマテリアルの利活用状況の記載欄がある

ものの、定量的に把握できる様式になっていないため、平成 20年度の報告

分 66件のうち、販売等供給量を運営管理状況報告に記載している施設は 43

施設（65.2％）にすぎない。 

 

（マテリアル利活用に係る審査事項が明確でない事例） 

事業名等 事例の概要 

バイオマ
スの環づ
くり交付
金（農林水
産省） 

 
 
 
 

施設Ｈ（三重県、国費１億 2,061 万円、平成 18 年度稼働開始）
は、生産した堆肥の販売価格が割高で需要が伸び悩んでいたことか
ら生産調整を行っており、堆肥の生産率は毎年 30％前後で推移して
いる。 

これについて、地方農政局における事業実施計画の審査（販売計
画の適否）が十分でなかったものとみられるが、本交付金の実施要
領において、事業計画書への単価や供給先の記載は求めているもの
の、具体的な販売計画については計画書への記載又は資料の添付を
求めていないことが要因といえる。 
なお、後継の交付金である「地域バイオマス利活用交付金」の実

施要領においても同様である。 

（注）当省の調査結果による。 
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（ｆ）発電率 

関連データを把握できた 32施設の発電率の平成 15年度から 20年度まで

の年度平均実績をみると、図表２-(1)-ア-26のとおり、計画どおりに発電

しているもの（発電率 100％以上）は３施設（9.4％）であり、これに 75％

以上 100％未満のうち、計画どおりの実績が１年以上あり、かつ、平成 20

年度の実績が計画の 50％以上の６施設を加えると、発電率が好調といえる

ものは、９施設（28.1％）である。 

これに対し、発電率が低調となっている施設は、図表２-(1)-ア-27のと

おり、50％未満の５施設を含む 14施設（43.8％）となっており、発電率が

好調な上記９施設を上回っている。 

また、①平成 20 年度 50％未満のものが６施設（18.8％）で、これらの

うち５施設は 19 年度から２年連続で 50％未満となっており、②施設稼働

開始後３年以上経過している 28施設の発電率をみると、計画どおりの発電

実績が１年もないものが 18施設（64.3％）みられる。 
 
 
図表２-(1)-ア-26 発電率（平成 15年度から 20年度までの年度平均実績） 

    （単位：施設） 

区 分 
該当 
施設 

左の発電率 

① 
100% 
以上 

② 
75%以上 
100%未満 

 ③ 
50%以上 
75%未満 

④ 
25%以上 
50%未満 

⑤ 
25% 
未満 

うち好
調なも
の 

家畜排せつ物処理施設 4 0 2 2 1 1 0 

食品廃棄物等処理施設 3 0 1 0 2 0 0 

木質バイオマス利活用施設 8 0 4 0 2 1 1 

下水処理施設 9 1 6 3 2 0 0 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 2 0 0 0 0 0 2 

一般廃棄物焼却施設 6 2 1 1 3 0 0 

計 32 3 14 6 10 2 3 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 「うち好調なもの」は、計画どおりの実績が１年以上あり、かつ、平成 20
年度の実績が計画の 50％以上のものである。 

３ ＢＤＦ等製造施設及び農業集落排水処理施設については、該当する施設が
ないため、表には計上していない（以下、発電率に関する図表において同じ。）。 

４ グラフ中の丸数字は上表の「左の発電率」欄の丸数字に対応している。 
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図表２-(1)-ア-27 発電率が低調である施設 
（単位：施設） 

区 分 

低調施設 該当 32施設全体 

発電率

50％未満 
発電率 75％未満 

施設稼働開始

後３年以上経

過していて計

画どおりの発

電実績が１か

年もないもの 

平成 20

年度発

電率

50％未

満 

 

施設稼働開始
後３年以上経
過していて計
画どおりの発
電実績が１年
もないもの 

平成 20年

度 50％未

満 

うち、 
19年度も
50％未満 

家畜排せつ物処

理施設 
1  0  0  1  1  1  

食品廃棄物等処

理施設 
0  1  1  2  1  1  

木質バイオマス

利活用施設 
2  1  1  5  2  1  

下水処理施設 0  2  0  5  0  0  

し尿・浄化槽汚泥

処理施設 
2  0  0  2  2  2  

一般廃棄物焼却

施設 
0  3  0  3  0  0  

計 
5  7  2  

18 6 5 
14 

（注）当省の調査結果による。 

 

      なお、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、発電が計画ど

おりに行われず、国費の投入により得ようとする効果が発現していないも

のがみられた。 

 

（発電率が低調な施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｉ 

（山形県） 

本施設は、木質バイオマス発電施設として、「新エネルギー

等事業者支援対策事業」（経済産業省：国費３億 5,360万円）

の交付を受けて整備され、平成 18年度から稼働している。 

国内では初、世界でも数例の導入事例しかない発電システ

ムを導入し、導入時から稼働が安定せず、発電量は稼働後の

３年間、計画の 20％未満にすぎない状況となっている。また、

施設メーカーが施設の稼働データの収集作業を長期に実施

し、施設の引き渡しが行われていないこともあり、いまだに

本格稼働には入っていないとされている。 

（注）当省の調査結果による。 
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     発電率が低調な 14施設のうち、低調な理由を把握できた 10施設について

みると、図表２-(1)-ア-28のとおり、「施設の整備・稼働におけるトラブル」

（故障、製造工程不具合）が６施設、「原料不足」が５施設となっている。

これらの中には、「メーカーによる設計値の予測値を計画にしているが、実

際の発電実績がこれを大きく下回る。」としているものもある。 

 

図表２-(1)-ア-28 発電率が低調な理由（複数回答） 

（単位：施設） 

   施設の種別 
 
 
理 由 

家畜排
せつ物
処理施
設 

食品廃
棄物等
処理施
設 

木質バ
イオマ
ス利活
用施設 

下水処
理施設 

し尿・浄
化槽汚
泥処理
施設 

一般廃
棄物焼
却施設 

計 

施設整備・稼働に
おけるトラブル 

1 1 2 0 1 1 6 

原料不足 0 0 2 0 1 2 5 

（注）当省の調査結果による。 

    

 上記のように発電率の低調な施設がみられる要因について、以下の事例の

とおり、①交付決定等における事業計画の実現性を担保する仕組みになって

いないこと、②施設の運営管理状況の報告等により把握した低調事例に対す

る改善指導の実効性を担保する仕組みになっていないことが挙げられる。 

 

（発電計画に係る審査事項等が明確でない事例） 

事業名等 事例の概要 

新エネル

ギー等事

業者支援

対策事業

（経済産

業省） 

 

前記の施設Ｉに関する事例（発電率が低調な事例）について

は、導入予定のプラントの先行導入事例等を審査していれば、

他の信頼性のあるプラントに変更するなどして、結果的に発電

量が低調となる事態を未然に防ぐことができたものと考えら

れる。 

しかし、新エネルギー等事業者支援対策事業は、その要領に

おいて、国内での販売実績のない新型設備については実証試験

結果の信頼性が認められる場合に限り補助対象とするとして

いるものの、その判定のためにどのような根拠資料が添付され

るべきか明記していない。 

また、施設メーカー側の意向に沿う運転により稼働が低調な

現状は、施設整備に対する補助を受けて行う事業の在り方とし

ては、適切とはいえない。 

（注）当省の調査結果による。 
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（ｇ）バイオガス利用率 

家畜排せつ物や食品廃棄物等をメタン発酵しバイオガスを生産する施設に

おける当該バイオガスの利用率について、関連データを把握できた 33施設の

平成 15年度から 20年度までの年度平均実績をみると、図表２-(1)-ア-29の

とおり、生産したバイオガスを 100％利用している施設は９施設（27.3％）

にすぎず、残りの 24施設（72.7％）は、使用しなかったバイオガス（余剰ガ

ス）が生じ、これを焼却処分している。 

また、33 施設の実績をみると、平成 20 年度に 100％未満のものが 23 施設

（69.7％）あり、これらのうち 22 施設は 19 年度から２年連続で 100％未満

となっている。 

施設種別ごとのバイオガス利用率の平均をみると、家畜排せつ物処理施設

の 84.7％が最も高くなっている。その他の施設は、し尿・浄化槽汚泥処理施

設が 79.5％、下水処理施設が 79.4％、食品廃棄物等処理施設が 78.7％と、

大きな違いはみられない。 

 
図表２-(1)-ア-29 バイオガス利用率（平成 15年度から 20年度までの年度 

平均実績） 
（単位：施設） 

区 分 
該当 
施設 

左のバイオガス利用率 

① 
100% 

② 
75%以上 
100%未満 

③ 
50%以上 
75%未満 

④ 
25%以上 
50%未満 

⑤ 
25% 
未満 

家畜排せつ物処理施設 5 3 1 0 1 0 

食品廃棄物等処理施設 7 1 3 2 1 0 

下水処理施設 14 2 8 0 4 0 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 7 3 1 2 0 1 

計 33 9 13 4 6 1 

 

       （注）１ 当省の調査結果による。 
２ ＢＤＦ等製造施設、木質バイオマス利活用施設、農業集落排水処理施設及び

一般廃棄物焼却施設については、該当する施設がないため、表には計上してい
ない（以下、バイオガス利用率に関する図表において同じ。）。 

３ グラフ中の丸数字は上表の「左のバイオガス利用率」欄の丸数字に対応して
いる。 

４ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100
にならない場合がある。 
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さらに、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、有効利用が図

られるべき余剰ガスを廃棄するなど、国費の投入により得ようとする効果が

発現しておらず、また、地球温暖化防止の観点からも適切でないものがみら

れた。 

 

（発生したバイオガスを有効に活用していない施設の事例） 

施設等 事  例 

施設Ｊ 

（新潟県） 

 本施設では、老朽化した施設の更新に併せて、他の施設で

焼却処分されていた域内の生ごみも受け入れることとし、し

尿・浄化槽汚泥と生ごみを利用したバイオガス化及び堆肥化

を行うため、「廃棄物処理施設整備費国庫補助金」（環境省：

施設全体の国費 14億 3,139万円）の交付を受けてメタン発酵

設備や堆肥化設備等を併設しており、平成 16年度から稼働を

開始している。 

生産したバイオガスは、蒸気ボイラーの燃料として施設内

や併設する附属休憩場へ供給するほか、蒸気をメタン発酵槽

等へ直接吹き込み、加温用として利用している。また、メタ

ン発酵槽で生じた残さを利用し、堆肥を製造している。 

 しかし、生産したバイオガスを採集するためのガスホルダ

ーの容量が限られ、容量を超える余剰ガスを貯蔵しておくこ

とができずに焼却処分している。一方で、施設稼働がピーク

を迎える平日の日中はバイオガスだけでは不足するため、都

市ガスを購入して蒸気ボイラーの燃料に充てている。 

 なお、購入した都市ガスについて、地域の都市ガス供給会

社の料金体系及び本施設の都市ガス使用量の実績等のデータ

からその購入費用を試算すると、税込で年間 383万円になる。 

     （注）当省の調査結果による。 

 

バイオガス利用率が 100％未満となっている 24施設のうち、その理由を把

握できた 23施設についてみると、図表 2-(1)-ア-30のとおり、「ガスホルダ

ーの容量等の設備規模が不十分」及び「必要以上のガスが発生」がそれぞれ

８施設、「施設整備・稼働におけるトラブル」が７施設、「バイオガス需要の

低下」が４施設となっている。 

 メタン発酵により生産されるバイオガスについては、当該ガスによるエネ

ルギー供給先となる施設が稼働していない夜間においても発生し、ガスホル

ダーの容量を超えた場合、自動的に焼却処分されるケースが多い。これらの

要因として、余剰ガス対策をどのように講じるかについて、その審査等が十

分でないことが考えられる。 
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図表２-(1)-ア-30 バイオガス利用率が 100％未満の理由（複数回答） 

（単位：施設） 

   施設の種別 
理 由 

家畜排せつ
物処理施設 

食品廃棄物
等処理施設 

下水処理施
設 

し尿・浄化槽
汚泥処理施設 計 

ガスホルダーの容量等
の設備規模が不十分 

1 2 3 2 8 

必要以上のガスが発生 1 1 4 2 8 
施設整備・稼働におけ
るトラブル 

1 2 4 0 7 

バイオガス需要の低下 0 1 1 2 4 

（注）当省の調査結果による。 

 

 （ｈ）余熱回収率 

関連データを把握できた 15施設（一般廃棄物焼却施設のみ）の余熱回収率

の平成 15 年度から 20 年度までの年度平均実績をみると、図表２-(1)-ア- 31

のとおり、余熱を全て回収している施設は２施設（13.3％）にすぎない。一方

で、25％未満のものは４施設（26.7％）みられる。 

     

図表２-(1)-ア-31 余熱回収率（平成 15年度から 20年度までの年度平均実績） 

（単位：施設） 

区 分 
該 当 
施 設 

左の余熱回収率 

① 
100% 

② 
75%以上 
100%未満 

③ 
50%以上 
75%未満 

④ 
25%以上 
50%未満 

⑤ 
25%未満 

一般廃棄物焼却施設 15 2 7 0 2 4 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 一般廃棄物焼却施設以外の施設種別については、該当する施設がないため、表に

は計上していない（以下、余熱回収率に関する図表において同じ。）。 

 

なお、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、有効利用が図られ

るべき余熱を廃棄しており、地球温暖化防止等の観点からも適切でないものが

みられる。 

 

（余熱回収率が 25％未満となっている施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｋ 

（愛媛県） 

本施設は、廃棄物焼却施設として、「廃棄物処理施設整備費国
庫補助金」（環境省：施設全体の国費 29億 3,770万円）を得て
整備された施設で、発生する余熱を従業員のためのシャワーや
施設内の暖房設備に利用している。 
しかし、施設内での余熱利用量は限定的であり、温水プール

などの更に余熱を利用するための施設がないことから、余熱回
収率は０％台で推移している。 

（注）当省の調査結果による。 
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余熱回収率が 25％未満となっている４施設のうち、その理由を把握できた

３施設についてみると、図表２-(1)-ア-32 のとおり、「発生した熱に見合っ

た規模の余熱利用施設なし」が２施設、「ごみの減量化」及び「発生蒸気を利

用した発電設備の容量不足」がそれぞれ１施設となっている。 

       

図表２-(1)-ア-32 余熱回収率が低調な理由（複数回答あり） 

（単位：施設） 

理 由 一般廃棄物焼却施設 

発生した熱に見合った規模の余熱利用施設なし     2 

ごみの減量化 1 

発生蒸気を利用した発電設備の容量不足 1 

（注）当省の調査結果による。 

 

また、余熱発生量又は余熱利用量を計測していない理由を把握できた４施

設についてみると、図表２-(1)-ア-33のとおり、「計測について検討したこと

がない」が３施設ある。また、「計測機器設置の意義に乏しい」が２施設ある

ほか、「必要性が低い」も１施設ある。 

これらの要因として、余熱の回収・利用の可能性や必要性に関する審査等

が十分でないことが考えられる。 

 

     図表２-(1)-ア-33 余熱発生量又は余熱利用量を計測していない理由（複数

回答） 

（単位：施設） 

理 由 一般廃棄物焼却施設 

計測機器設置の意義に乏しい 2 

余熱は施設内の利用に限定 1 

必要性が低い 1 

ごみの組成により余熱発生量が変化 1 

助燃材使用のため廃棄物の余熱発生量の計測が困難 1 

計測について検討したことがない 3 

（注）当省の調査結果による。 
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   （ｉ）残さの利用率 

関連データを把握できた 52施設の年度平均実績をみると、図表２-(1)-ア

-34のとおり、発生した残さを全て利活用しているものが 12施設（23.1％）

みられる一方で、29施設（55.8％）では、残さの利活用を全く行っていない。 

これを施設の種別でみると、家畜排せつ物処理施設では３施設中２施設

（66.7％）で残さを全量利活用しているが、一般廃棄物焼却施設では残さを

全量利活用しているものは 17施設中１施設（5.9％）のみで、全く利活用し

ていないものが 14施設（82.4％）みられる。 

また、発生する残さの内容は、当該施設におけるバイオマスの変換方式に

依存する場合が多い。そこで、52施設を変換方式の違いにより、①メタン発

酵を行っている施設（消化液又は脱水汚泥が発生）、②直接燃焼を行ってい

る施設（焼却灰が発生）、③ＢＤＦ製造を行っている施設（グリセリンが発

生）、④その他の４つに区分し、残さの利用率の年度平均実績をみると、図

表２-(1)-ア-35のとおり、全量を利活用している施設の割合が、全く利活用

していない施設の割合を上回っている変換方式はみられない。特に、直接燃

焼を行っている施設では、全量を利活用している施設は 23 施設中１施設

（4.3％）のみで、全く利活用していない施設は 16施設（69.6％）となって

いる。 

これらの要因として、焼却灰については、有効な活用方法が確立しておら

ず、発生した段階では不純物が混在していてそのまま利活用することが難し

いことなどが挙げられる。一方、メタン発酵を行っている施設で発生した消

化液は、液肥として利用することが可能である。また、ＢＤＦ製造を行って

いる施設で発生したグリセリンも燃焼補助材としての用途が見込まれるた

め、焼却灰に比べるとその利用率が高い。 
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図表２-(1)-ア-34 残さの利用率（施設別） 

 （単位：施設） 

区 分 
該 当

施 設 

左の残さの利用率 

75 ％
以上 

 50％
以上 
75％
未満 

25％
以上 
50％
未満 

25％
未満 

  
うち 
100％ 

うち 
０％ 

家畜排せつ物処理施設 3 2 2 0 0 1 0 

食品廃棄物等処理施設 6 0 0 1 0 5 4 

ＢＤＦ等製造施設 8 4 4 0 0 4 4 

木質バイオマス利活用施設 9 3 2 1 0 5 3 

下水処理施設 5 2 1 0 0 3 3 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 4 2 2 1 0 1 1 

一般廃棄物焼却施設 17 2 1 1 0 14 14 

計 52 15 12 4 0 33 29 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 農業集落排水処理施設については、該当する施設がないため、表には計上してい

ない（以下、残さの利用率に関する図表において同じ。）。 

 

図表２-(1)-ア-35 残さの利用率（バイオマスの変換方式別） 

 （単位：施設） 

区 分 
該 当 

施 設 

左の残さの利用率 

75％以上  50％以上 
75％未満 

25％以上 
50％未満 

25％未満   
うち 
100％ 

うち 
０％ 

メタン発酵 13 5 4 1 0 7 5 

直接燃焼 23 3 1 2 0 18 16 

ＢＤＦ製造 8 4 4 0 0 4 4 

その他 8 3 3 1 0 4 4 

計 52 15 12 4 0 33 29 

（注）当省の調査結果による。 

 

残さの廃棄処理に当たっては、消化液の廃棄であれば無害化のための薬剤

処理費用が発生するなど、費用負担が発生する。また、外部の業者に堆肥化

を委託するなど残さの利活用を図る場合であっても、委託費等を施設が負担

することとなる。そこで、残さの廃棄処理又は委託等の費用を把握できた

16施設について、支出に占めるその割合をみると、図表２-(1)- ア-36のと

おり、廃棄処理のために費用を負担している施設では、利用率が低調な直接
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燃焼を行っている施設において、その割合が小さくなっている。この理由と

して、メタン発酵により生じる消化液の廃棄には薬剤等の購入が必要となる

のに対し、直接燃焼により生じる焼却灰はそのまま埋立処理されることが多

く、薬剤や化石燃料等を使用しないことが挙げられる。また、メタン発酵又

はＢＤＦ製造を行っている施設では、廃棄処理のために費用を負担している

ものの方が、支出に占める割合が高く、直接燃焼を行っている施設では、反

対に、利活用のために費用を負担しているものの方が、その割合が高い。 

 

     図表２-(1)-ア-36 支出に占める残さの処理費用の割合 

（単位：施設、％） 

区分 

施設種別 
バイオマスの 

変換方式別 

家畜排

せつ物

処理施

設 

ＢＤＦ

等製造

施設 

木質バ

イオマ

ス利活

用施設 

下水処

理施設 

し 尿・

浄化槽

汚泥処

理施設 

一般廃

棄物焼

却施設 

メタン

発酵 

直接燃

焼 

ＢＤＦ

製造 

廃棄処
理のた
めに費
用を負
担して
いる施
設 

該当施
設 

1 3 3 2  － 3 3 5 3 

支出に 

占める 

処理費 

用の割 

合 

25.1 17.3 4.6 0.1  － 3.0 8.4 4.4 17.3 

利活用
のため
に費用
を負担
してい
る施設 

該当施
設 

 － 2  －  － 1 1 1 1 2 

支出に

占める

利活用

費用の

割合 

 － 6.9  －  － 2.4 6.4 2.4 6.4 6.9 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 表中の率は、施設ごとに各年度の支出に占める費用負担の割合を算出した上

で年度平均し、それを施設種別ごと、又はバイオマスの変換方式ごとに平均し

た値である。 

３ 「-」は、該当する施設がないことを示す。 

 

なお、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、残さの利活用が

進まず、薬剤や化石燃料等を用いて廃棄処理しているものがみられた。この

ような状況は、地球温暖化防止等の観点から適切ではなく、また、廃棄処理

のために多額の費用を投じている施設もみられる現状は、経済性の観点から

も解決すべき課題となっている。 
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（残さの利用率が 100％未満となっている施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｌ 

（京都府） 

本施設は、家畜排せつ物及び食品加工残さをメタン発酵
し、発生したバイオガスを用いたガス化発電を行い、残さと
なる廃液は液肥として活用する施設として、畜産振興総合対
策事業（資源循環型畜産確立対策事業）等（国費総額９億
7,441万円）により整備された。 
しかし、液肥の需要が伸び悩んでいることから、残さとし

て発生する廃液２万ｔのうち、液肥として利用されるのはそ
の 20分の１に満たない量であり、残りは薬剤処理を行った
後、河川に放流して廃棄している。このため、廃液の利用率
は年度平均で 2.3％にとどまる状況となっている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 残さの利用率が 100％未満となっている 40 施設のうち、その理由を把握

できた 29 施設についてみると、図表２-(1)-ア-37 のとおり、「利活用の方

法が見当たらない」が 11施設で最も多く、次いで「有害物・不純物の混入」

が８施設となっている。また、「埋立等が安価」という理由により残さの利

活用を行っていない施設もみられる。 

 

図表２-(1)-ア-37 残さの利用率が 100％未満の理由（複数回答） 

（単位：施設） 

施設の種別 
 
 
理 由 

家畜排
せつ物
処理施
設 

食品廃
棄物等
処理施
設 

ＢＤＦ
等製造
施設 

木質バ
イオマ
ス利活
用施設 

下水処
理施設 

し尿・
浄化槽
汚泥処
理施設 

一般廃
棄物焼
却施設 

計 

利活用の方法
が見当たらな
い 

0 1 2 1 0 0 7 11 

有害物･不純物
の混入 

0 0 1 2 2 1 2 8 

利活用製品の
需要がない 

1 0 0 0 2 0 0 3 

臭気の問題 0 2 0 0 0 0 0 2 

埋立等が安価 0 0 0 1 0 0 1 2 

その他 0 0 1 0 1 0 3 5 

（注）当省の調査結果による。 

 

上記のように残さの利用率が 100％未満となっている施設がみられる要

因として、国庫補助金の交付決定等における事業計画や運営管理状況報告に

おいて残さの発生状況又は利活用状況を把握することになっていないこと
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が挙げられる。また、「利活用の方法が見当たらない」としている背景には、

残さの利活用技術が十分に確立していないことが挙げられる。 

なお、施設の中には、より有用な利活用方法を検討している例もみられる

が、施設単体での検討には限界があり、国等による汎用的な利活用技術の確

立等が重要と考えられる。 

一方、残さの全量又は一部の利活用を行っている施設では、外部の処理業

者に委託して、脱水汚泥をコンポスト化したり、焼却灰をアスファルト舗装

用の骨材に変換したりしているものもあるが、今回調査した施設の中には以

下のとおり、自ら利活用を図っている例もみられる。 

これらの他、①消化液を液肥化して地方公共団体の運営する牧場に散布し

ている例、②グリセリンを燃焼補助燃料として市内の企業に無償配布したり、

自施設内のメタン発酵工程に投入している例、③メタン発酵後の汚泥をコン

ポスト化して市民に無償配布している例がみられる。 

 

   （残さを全量利活用している施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｍ 

（宮崎県） 

 

 

 

 

本施設は、家畜排せつ物等をメタン発酵し、発生したバ

イオガスを用いたガス化発電を行う施設及び堆肥を生産

する施設として、バイオマスの環づくり交付金等（国費総

額１億 5,917万円）を受けて整備された。 

 メタン発酵後の残さとして年間 2,000ｍ3前後の消化液

が発生するが、これらは液肥として自治体の運営する牧場

に散布したり、本施設の堆肥生産工程に投入するなどし

て、その全量を利用している。 

（注）当省の調査結果による。 
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  （ｊ）支出に対する収入の割合  

支出（注１）に対する収入（注２）の割合について、運営収支を把握できた

120 施設の年度平均実績をみると、図表２-(1)-ア-38 のとおり、86 施設

（71.7％）が赤字となっている。また、120 施設の年度別実績をみると、図

表２-(1)-ア-39 のとおり、①施設稼働開始後３年以上経過している 97 施設

のうち、毎年度赤字のものが 57施設（58.8％）、②平成 20年度に赤字のもの

が 72施設（60.0％）で、これらのうち 64施設は２年連続で赤字である。 

これを施設別でみると、赤字の施設の割合が多いのは、家畜排せつ物処理

施設（17 施設中 14 施設）のように生産する堆肥等の販売収入が少なく、原

料の排出元からの処理手数料に頼っている施設、ＢＤＦ等製造施設（12施設

中 10施設）のように生産するＢＤＦを環境意識啓発のためのＰＲとして利用

するため収益と結び付かない施設などである。また、公営の廃棄物処理施設

は原料収集が逆有償であるものの、下水処理施設を除くと赤字の施設の割合

が多くなっている。これらはバイオマスの利活用に関係なく稼働が求められ

る施設であることから、収益を前提としていないため、当該施設の稼働によ

り生じた赤字は市町村の一般会計から繰入れを行うなどして補てんされてい

る。 

 

（注１） 支出は、原材料費（例：林地残材搬入費、発電用の木質チップ購入費）、

光熱水費、人件費、施設管理費などの費用のほか、対象施設が支出として挙

げている費目を合計したものをいう。 

（注２） 収入は、手数料収入（例：家畜排せつ物処理手数料、食品廃棄物処理手数

料、下水道使用料）、販売収入（例：堆肥販売収入、売電収入）、流域下水

道関連市町村からの負担金などの収入のほか、対象施設が収入として挙げて

いる費目を合計したものから、施設所在市町村の一般会計からの繰入れや施

設運営のために施設が受けている補助金の額を控除したものをいう。 
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図表２-(1)-ア-38 支出に対する収入の割合 

（単位：施設） 

区 分 

損失計上 収支均衡又は利益計上 

合計 

① 
25% 
未満 

  ② 
25%
以上 
50%
未満 

③ 
50%
以上 
75%
未満 

④ 
75%
以上 
100%
未満 

計 

⑤ 
100% 
以上 
125% 
未満 

  ⑥

125% 
以上 
150% 
未満 

⑦ 
150% 
以上 
 計 

うち

０% 
 

収入

０ 

うち

100% 
 

収支

均衡 

家畜排せつ物処理施設 4 2 3 0 7 14 3 0 0 0 3 17 

食品廃棄物等処理施設 4 2 2 3 1 10 3 0 2 1 6 16 

ＢＤＦ等製造施設 8 5 0 0 2 10 2 0 0 0 2 12 

木質バイオマス利活用施設 3 0 1 8 3 15 3 0 0 1 4 19 

下水処理施設 1 1 1 0 0 2 9 3 0 0 9 11 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 6 1 1 0 1 8 5 1 0 0 5 13 

農業集落排水処理施設 2 0 5 4 1 12 2 0 0 0 2 14 

一般廃棄物焼却施設 5 0 5 4 1 15 3 1 0 0 3 18 

計 33 11 18 19 16 86 30 5 2 2 34 120 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ グラフ中の丸数字は上表の「損失計上」欄及び「収支均衡又は利益計上」欄の丸数字に
対応している。 

３ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100 にならな
い場合がある。 
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図表２-(1)-ア-39 支出に対する収入の割合が低調である施設      

 （単位：施設） 

区 分 

施設稼働開始後
３年以上経過し
ていて黒字が１
か年もないもの 

平成 20年度 
赤字 

 
左のうち、19
年度も赤字 

家畜排せつ物処理施設 8 12 11 

食品廃棄物等処理施設 5 10 6 

ＢＤＦ等製造施設 6 10 8 

木質バイオマス利活用施設 5 10 9 

下水処理施設 2 1 1 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 8 7 7 

農業集落排水処理施設 9 10 10 

一般廃棄物焼却施設 14 12 12 

計   57  72 64 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

民間企業によって運営されている割合が高い、食品廃棄物等処理施設及び

木質バイオマス利活用施設については、その採算性が施設の存続に大きな影

響を与えるものといえる。これらの施設のうち、収入又は支出を構成する費

目を把握できた施設の状況をみると、図表２-(1)-ア-40及び図表 2-(1)-ア-41

のとおりとなっている。 

収入については、食品廃棄物等処理施設が主に食品廃棄物の処理手数料に

依存しているのに対し、木質バイオマス利活用施設は製品売上が全収入の８

割を占めている状況がみられる。また、支出については、原料調達が逆有償

である食品廃棄物等処理施設は製造原価の比重が大きいのに対し、木質バイ

オマス利活用施設は食品廃棄物等処理施設に比べて原材料費の割合が大きく、

特に木質バイオマスを原料として発電を行っている施設（木質発電施設）に

おいては、支出の２割以上を原材料費が占める状況がみられる。 
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図表２-(1)-ア-40 収入の各費目の総額に占める割合 

（単位：施設、％、千円） 

区 分 施設数 
収入総額に占める割合 （参 考） 

１施設当たり
の収入総額 製品売上 手数料 残さ売上 

その他 
の収入 

食品廃棄物等処
理施設 

11 43.5 47.6 － 8.9 168,126 

木質バイオマス
利活用施設 

13 81.5 0.5 1.7 16.3 318,463 

  

チップ・ペレ
ット製造施設 

6 81.7 1.0 － 17.3 22,860 

木質発電施設 7 81.3 － 3.2 15.5 571,836 

施設全体 24 64.1 22.1 0.9 12.9 249,558 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 「製品売上」は製造した飼料や木質チップ等又は発電した電力の販売による売上、

「手数料」は原料である廃棄物を処理する対価として排出元から徴収する処理手数料、
「残さ売上」はバイオマス変換後の残さの販売による売上をいい、そのいずれにも属
さない収入を「その他の収入」に分類している。 

３ 「収入総額に占める割合」欄の値は、施設ごとに当該費目の収入総額に占める割合
を算出して施設の種別ごとに合計し、当該種別の施設数で除したものである。 

４ 「施設全体」欄の値は、収入を構成する費目を把握できた 24施設について、施設ご
とに当該費目の収入総額に占める割合を算出して合計し、当該施設数（24施設）で除
したものである。 

 

図表２-(1)-ア-41 支出の各費目の総額に占める割合 

（単位：施設、％、千円） 

区 分 施設数 
支出総額に占める割合 （参 考） 

１施設当たり
の支出総額 原材料費 製造原価 残さ処理費 

その他 
の費用 

食品廃棄物等処
理施設 

6 3.2 61.1 － 35.7 145,630 

木質バイオマス
利活用施設 

5 10.5 71.6 2.3 15.7 447,423 

  

チップ・ペレ
ット製造施設 

4 6.5 74.6 － 18.9 24,021 

木質発電施設 1 26.2 59.7 11.4 2.7 2,141,029 

施設全体 11 6.5 65.9 1.0 26.6 282,809 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 「原材料費」はバイオマス原料の購入に要した費用、「製造原価」はバイオマス変

換による飼料等の製造に要した労務費等のうち原材料費に相当する額を控除した費
用、「残さ処理費」はバイオマス変換後の残さの廃棄処理等に要した費用をいい、そ
のいずれにも属さない販売費や一般管理費等を「その他の費用」に分類している。 

３ 「支出総額に占める割合」欄の値は、施設ごとに当該費目の支出総額に占める割合
を算出して施設の種別ごとに合計し、当該種別の施設数で除したものである。 

４ 「支出総額に占める割合」欄の値は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、
合計が 100にならない場合がある。 

５ 「施設全体」欄の値は、支出を構成する費目を把握できた 11 施設について、施設
ごとに当該費目の支出総額に占める割合を算出して合計し、当該施設数（11施設）で
除したものである。 
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なお、今回調査した施設の収支に係る具体例は、以下のとおりである。 

 

（利益を計上している施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｎ 

（鹿児島県） 

本施設は、バイオマスの環づくり交付金（農林水産省：国費 9,575万

円）を受けて整備された施設で、焼酎かすを原料にバイオガスを生産し

ている。平成 19年度から稼働を開始し、20年度までの２か年度の支出

に対する収入の割合の平均は 277.4％となっている。 

生産されたバイオガスは施設内で使用しているため、本施設の収入の

大部分は酒造会社から徴収する焼酎かすの処理料であるが、この処理料

収入が大きいため稼働初年度である平成 19年度における支出に対する

収入の割合は 300％を超過した。その後、処理料を値下げしたものの、

なお収支に占める処理料の額が大きく、平成 20年度における支出に対す

る収入の割合も 200％を超過する状況となっている。 

（単位：千円） 

区 分 19年度 20年度 

収入（Ａ） 446,063 463,854 

 うち処理料収入 445,616 457,750 

支出（Ｂ） 133,867 209,242 

 うち施設維持費 99,892 178,265 

Ａ／Ｂ 333.2％ 221.7％ 
 

施設Ｏ 

（岐阜県） 

本施設は、新エネルギー等事業者支援対策事業（経済産業省：国費５

億 2,266万円）により整備された施設で、木質チップを燃料として発電

を行っている。平成 19年度から稼働を開始し、20年度までの２か年度

の支出に対する収入の割合の平均は 113.8％となっている。 

これは、発電した電力を親会社及び電力会社に売電していて、この売

電収入が大きいためである。稼働初年度に黒字を達成、平成 20年度も支

出に対する収入の割合は 122.0％となっている。 

（単位：千円）  

区 分 19年度 20年度 

収入（Ａ） 613,012 822,309 

 うち売電収入 608,512 819,728 

支出（Ｂ） 580,176 674,091 

 うち売上原価・販売管理費 545,589 654,068 

Ａ／Ｂ 105.7％ 122.0％ 
 

（注）当省の調査結果による。 
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（損失を計上している施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｐ 

（大分県） 

本施設は、バイオマスの環づくり交付金（農林水産省：国費 2,514万

円）を受けて整備された施設で、食品残さを利用して家畜飼料を製造し

ている。平成 18年度から稼働を開始したが、20 年度までの３か年度の

支出に対する収入の割合の平均は 60.0％となっている。 

これは製造過程のトラブル等により、計画どおりに飼料を製造できず、

その販売量も製造量の７割前後にとどまっているためである。支出に対

する収入の割合は改善傾向にあるものの、平成 20年度においても 63.2％

となっている。 

（単位：千円） 

区 分 18年度 19年度 20年度 

収入（Ａ） 4,089 3,271 4,219 

支出（Ｂ） 7,496 5,257 6,671 

 
燃料費等 
人件費 

4,496 
3,000 

2,257 
3,000 

3,671 
3,000 

Ａ／Ｂ 54.5％ 62.2％ 63.2％ 
 

施設Ｑ 

（兵庫県） 

本施設は、木質バイオマスエネルギー利用促進事業（林野庁：国費１

億 1,093万円）により整備された施設で、間伐材・林地残材を原料に、

チップボイラーの燃料となる木質チップを製造している。平成 19年度か

ら稼働を開始したが、20年度までの２か年度の支出に対する収入の割合

の平均は 52.4％となっている。 

これは、原料である間伐材や林地残材の集材のためのコストが非常に

大きい（１ｔ当たり 8,000 円。施設持込みの場合は 3,000 円）ためであ

り、製造された木質チップは全量販売されているものの、製品売上のみ

では製品原価の回収も困難となっている。このため、平成 20年度におけ

る支出に対する収入の割合は 63.2％となっている。 

（単位：千円） 

区 分 19年度 20年度 

収入（Ａ） 1,033 4,832 

 販売価格（１ｔ当たり） 10,000 円 

支出（Ｂ） 2,491 7,641 

 集材費用（１ｔ当たり） 3,000 円 又は 8,000 円 

Ａ／Ｂ 41.5％ 63.2％ 
 

（注）当省の調査結果による。 

 

 



- 90 - 
 

公営の施設、特に生活排水処理施設（下水処理施設、し尿・浄化槽汚泥処

理施設及び農業集落排水処理施設）や一般廃棄物焼却施設においては、事業

そのものの収支は赤字であっても、その運営主体である市町村からの繰入金

を受けることで赤字を補てんしている場合が多い。また、運営に当たって、

国や都道府県等から補助金を受けている施設もみられる。そこで、施設が受

領した市町村からの繰入れ、運営補助金の額が判明している 22施設について、

これらの受領額を収入に算入して施設の収支を試算したところ、図表２-(1)- 

ア-42 のとおり、16 施設（72.7％）において赤字が解消されている。収入増

加の要因は、市町村からの繰入れが 17 施設となっており、これらのうち 15

施設は公営の生活排水処理施設や一般廃棄物焼却施設である。 

 

図表２-(1)-ア-42 市町村の一般会計からの繰入れや運営補助金の受給等を

算入した場合の状況 

（単位：施設） 

区 分 

市町村の一般
会計からの繰
入等の金額が
判明した施設 

 22 施設の収入増加要因 

うち受入によ
って赤字が解
消される施設 

市町村一般会
計からの繰入
を実施 

国又は都道府
県等からの運
営補助金 

家畜排せつ物処理施設 1 0 0 1 

食品廃棄物等処理施設 1 1 0 1 

ＢＤＦ等製造施設 3 3 2 2 

木質バイオマス利活用

施設 
1 0 0 1 

下水処理施設 1 0 1 0 

し尿・浄化槽汚泥処理

施設 
2 2 1 1 

農業集落排水処理施設 8 6 8 1 

一般廃棄物焼却施設 5 4 5 1 

計 22 16 17 8 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 市町村の一般会計からの繰入等の金額が把握できた 22施設について作成し 

た。 
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（市町村から繰入金等を受けても赤字が解消されない施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｒ 

（兵庫県） 

本施設は、バイオマスの環づくり交付金（農林水産省：国費１億 2,734

万円）を受けて整備された施設で、牛のふんを原料として堆肥を製造し

ている。 

原料の調達に当たっては利用料を徴収しており、また、製造された堆

肥も販売していることから、一定の収入は得られるものの、下表のとお

り、平成 20年度においては施設の維持管理費等の支出を回収するまで

には至っていない。また、市の運営補助金を平成 19年度から受けてい

るが、畜産農家の減少による利用料収入等の落込みから、20年度は運営

補助金による補てんを行っても赤字が解消されない状況となっている。 

（単位：千円） 

区 分 平成 19

年度 

20年度 平均 

補てん前 収入（Ａ） 
支出（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

10,303 
9,807 

105.1％ 

8,919 
11,299 
78.9％ 

－ 
－ 

81.2％ 

補てん額 市からの補助（Ｃ） 840 1,763 － 

補てん後 
 

収入（Ｅ＝Ａ＋Ｃ） 
Ｅ／Ｂ 

11,143 
113.6％ 

10,682 
94.5％ 

－ 
89.2％ 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 稼働初年度の平成 18年度は市からの補助金を受けていないため、表中では省略してい

る（支出に対する収入の割合 59.5％）。 

３ 表中の「平均」の値は、平成 18 年度から 20 年度までの３か年度の支出に対する収入

の割合の平均である。 

 

（市町村から繰入金等を受けると赤字が解消している施設の事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｄ 本施設は、地域新エネルギー等導入促進事業（経済産業省：国費 444

万円）により整備された市営の施設で、学校給食センター等から排出さ

れる廃食用油を原料としてＢＤＦを精製している。 

原料となる廃食用油は買取りにより調達している。また、精製された

ＢＤＦは市の公用車の燃料として使用しているため、下表のとおり、こ

の事業から得られる収入はない（支出に対する収入の割合０％）。そこ

で、市からの繰入れや県の運営補助金を受けることにより赤字を補てん

し、毎期の収支を均衡させている（支出に対する収入の割合 100％）。 

（単位：千円） 

区 分 18年度 19年度 20年度 

補てん前 収入（Ａ） 
支出（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

0 
1,001 
0％ 

0 
1,000 
0％ 

0 
1,466 
0％ 

補てん額 市の繰入（Ｃ） 
県からの補助（Ｄ） 

501 
500 

500 
500 

1,466 
0 

補てん後 
 

収入（Ｅ＝Ａ＋Ｃ＋Ｄ） 
Ｅ／Ｂ 

1,001 
100％ 

1,000 
100％ 

1,466 
100％ 

 

（注）当省の調査結果による。 
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また、バイオガスを生産する施設 28 施設及び発電する施設 36 施設につい

て、支出に対する収入の割合の年度平均実績をみると、図表２-(1)-ア-43 の

とおり、バイオガス生産施設は 13施設（46.4％）、発電施設は 23施設（63.9％）

が赤字である。いずれもエネルギー生産を行っていない施設（堆肥化のみを

行う施設等）に比べ、赤字の施設の割合が少ない状況となっているが、バイ

オガス生産施設に比べて、発電施設は赤字の施設の割合が多い状況となって

いる。これは、特に木質バイオマスによる発電施設においては原料調達に要

する費用が大きく、売電している場合には電力会社の購入単価が太陽光発電

に比べて安価で収入規模が小さいことが一因と考えられる。 

 

 

図表２-(1)-ア-43 支出に対する収入の割合（バイオガス生産施設及び発電 

施設） 

  （単位：施設） 

区 分 

損失計上 収支均衡又は利益計上 

合計 

①

25% 
未満 

  ② 
25% 
以上 
50%
未満 

③ 
50%
以上 
75%
未満 

④ 
75%
以上 
100%
未満 

計 

⑤ 
100% 
以上 
125% 
未満 

  ⑥ 
125% 
以上 
150% 
未満 

⑦ 
150% 
以上 
 計 

うち

０% 
 

収入

０ 

うち

100% 
 

収支

均衡 

バイオガス
生産施設 

7 3 3 1 2 13 14 3 0 1 15 28 

発電施設 7 0 6 7 3 23 13 3 0 0 13 36 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ グラフ中の丸数字は上表の「損失計上」欄及び「収支均衡又は利益計上」欄の

丸数字に対応している。 

３ 構成比については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100に

ならない場合がある。 

 

なお、今回調査した施設の中には、以下の事例のとおり、支出に対する収

入の割合が低いことにより、施設の経営が圧迫され、事業継続が困難となっ

たものもみられた。 
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（支出に対する収入の割合に関する事例） 

施設等 事例の概要 

施設Ｌ 

 

本施設は、家畜排せつ物及び食品加工残さをメタン発酵し、

発生したバイオガスを用いたガス化発電を行い、残さとなる廃

液は液肥として活用する施設として、畜産振興総合対策事業

（資源循環型畜産確立対策事業）等（国費総額 9億 7,441万円）

により整備された。 

しかし、残さとして発生する廃液のうち、液肥として利用さ

れるのは 20分の１に満たない量であり、残りは年間約 2,000

万円の処理費用を負担して廃棄（薬剤処理）しているが、事業

支出の約４分の１を占めており、当省が調査した平成 15年度

以降の全ての年度において赤字となっている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

支出に対する収入の割合が低い理由を把握した 48施設についてみると、図

表２-(1)-ア-44 のとおり、「採算目的ではない」が 17 施設で最も多く、次い

で「原料不足の影響」が 10施設、「人件費・維持管理費･減価償却費負担が大

きい」が７施設、「販売・供給伸び悩み」が５施設となっている。このほか、

「原料調達に伴うコストが大きい」が４施設、「廃液・残さの処理コストが大

きい」が３施設など、収集・運搬や製造工程のコストを挙げているものもみ

られる。 

 

上記のように赤字の施設がみられる要因として、①交付決定等における事

業計画の実現性（事業の採算性の確認）を担保する仕組みになっていないこ

と、②施設における採算状況を把握することになっていないことが挙げられ

る。 
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図表２-(1)-ア-44 赤字が慢性化している要因（複数回答あり） 

（単位：施設） 

   施設の種別 
 
 
 
理 由 

家畜排

せつ物

処理施

設 

食品廃

棄物等

処理施

設 

ＢＤＦ

等製造

施設 

木質バ

イオマ

ス利活

用施設 

し尿・浄

化槽汚

泥処理

施設 

農業集

落排水

処理施

設 

一般廃

棄物焼

却施設 計 

採算目的ではない 4 2 4 0 2 1 4 17 

原料不足の影響 2 4 0 3 0 1 0 10 

人件費・維持管理
費・減価償却費負担
が大きい 

0 2 1 4 0 0 0 7 

販売・供給伸び悩み 2 1 0 2 0 0 0 5 

原料調達に伴うコ
ストが大きい 

0 0 0 4 0 0 0 4 

販売価格下落・安価 0 0 0 4 0 0 0 4 

施設利用料・処理料
の減収等 

1 1 0 0 0 1 0 3 

施設整備・稼働にお
けるトラブル 

0 2 0 1 0 0 0 3 

廃液・残さの処理コ
ストが大きい 

1 1 0 1 0 0 0 3 

製品運搬コスト 0 0 0 1 0 0 0 1 

その他 1 1 2 3 0 0 0 7 

（注）当省の調査結果による。 
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（参考：施設規模とマテリアル生産率・発電率の関係） 

本評価では、バイオマス関連施設について、地域的なバランス等を考慮して、

132 施設を抽出調査したが、当該施設の規模バランスについては考慮していな

い。 

そこで、施設規模とマテリアル生産率・発電率の関係を確認したところ、図

表２-(1)-ア-45 及び図表２-(1)-ア-46 のとおり、関連がみられないことから、

施設の規模バランスを考慮しなかったことによる調査結果への影響は少ないも

のと考える。 

 

図表２-(1)-ア-45 施設規模とマテリアル生産率の関係 

（単位：施設） 

計画生産量 
（６か年平均） 

マテリアル生産率 

100％以上 
75％以上
100％未満 

50％以上 
75％未満 

25％以上
50％未満 

25％未満 

10,000ｔ以上 1 0 2 1 1 

5,000ｔ以上 10,000ｔ未満 0 3 2 2 0 

1,000ｔ以上 5,000ｔ未満 6 6 6 3 2 

500ｔ以上 1,000ｔ未満 1 3 1 2 0 

100ｔ以上 500ｔ未満 4 2 2 4 4 

50ｔ以上 100ｔ未満 0 1 1 0 0 

10ｔ以上 50ｔ未満 0 1 2 3 2 

10ｔ未満 3 3 0 0 1 

 

5,000 

15,000 

25,000 

35,000 

45,000 

55,000 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

計画生産量（ｔ）

マテリアル生産率

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

計画生産量（ｔ）

マテリアル生産率

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ マテリアル生産率 100％を超えるものは、全て 100％としている。 
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  図表２-(1)-ア-46 施設規模と発電率の関係 

（単位：施設） 

施設の発電能力 

発電率 

100％ 
以上 

75％以上
100％未満 

50％以上 
75％未満 

25％以上
50％未満 

25％未満 

10,000kwh 以上 1 1 1 1 0 

5,000 kwh 以上 10,000kwh未満 0 2 0 0 0 

1,000kwh以上 5,000kwh未満 1 2 4 0 1 

500kwh 以上 1,000kwh未満 1 2 0 0 0 

100kwh 以上 500kwh未満 0 5 3 0 0 

100kwh 未満 0 2 2 1 2 

 

5,000 

15,000 

25,000 

35,000 

45,000 

55,000 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

発電能力（kwh）

発 電 率

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

発電能力（kwh）

発 電 率

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

  ２ 発電率 100％を超えるものは、全て 100％としている。 
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ｅ 施設整備に係る国費とマテリアル生産量・発電量との関連 

① 今回調査した 132 施設について、国庫補助とマテリアル生産量・発電量と

の関連をみると、国費に比例して生産が増加しているものは、図表２-(1)-

ア-47 に示す木質バイオマス利活用施設（発電施設）における発電量のみで

あり、他のケースの場合では関連が余りみられない。 

 

図表２-(1)-ア-47 木質バイオマス利活用施設（木質発電施設）整備に係る

補助金交付額（国費）と発電量との関係 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

0 50,000 100,000 150,000

国費（千円）

発電量（千kwh）
 

（注）当省の調査結果による。 

 

② 132 施設における国費 1,000 円当たりのマテリアル生産量・発電量につい

て、個々の施設間、施設の種別間、事業間等で比較した結果、図表２-(1)-

ア-48のとおり、 

ⅰ）計画段階の費用対生産量が、同一事業内の施設間でバラツキがあるもの、

事業間でバラツキがあるもの、施設種別間でバラツキがあるものなど、補

助事業の交付段階で見込まれる費用対生産量の高いものと低いものが混在

している、 

ⅱ）計画達成度が 100％を超えているにもかかわらず、費用対生産量の実績値

は計画達成率が 50％程度の施設よりも相当低いものがみられる 

など、施設によって計画が過大又は過小になっており、施設整備に対する補

助事業が効果的・効率的に実施されているとはいえない状況がみられる。 

ⅰ）マテリアルを生産している施設についてバイオマス関連事業別に国費

1,000円当たりの生産量をみると、家畜排せつ物を原料として堆肥のみを生

産している施設については、バイオマスの環づくり交付金により整備した

施設が最も多い。 

ⅱ）ＢＤＦを生産している施設については、新エネルギー等事業者支援対策

事業及び地域新エネルギー等導入促進事業により整備した施設が多い一方、
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バイオマス利活用フロンティア整備事業及びバイオマスの環づくり交付金

により整備した施設は少ない。 

ⅲ）木質チップ又はペレットを生産している施設については、バイオマスの

環づくり交付金により整備した施設が最も多い。 

ⅳ）発電を行っている施設について、バイオマス関連事業別に国費 1,000 円

当たりの発電量をみると、新エネルギー等事業者支援対策事業により整備

した施設が最も多い。一方、バイオマスの環づくり交付金や畜産環境総合

整備事業により整備した施設においては、国費 1,000 円当たりの発電量が

少ない。 

 

図表２-(1)-ア-48 バイオマス関連事業ごとにみた国費当たりのエネルギ 

ー・マテリアル生産量 

区 分 主な事業名 

国費 1,000 円当たりの生産・発電量 

計画 実績 

最小値 最大値 最小値 最大値 

家畜排せ

つ物由来

の堆肥の

みを生産 

（単位：

kg） 

バイオマス利活用フロン
ティア整備事業 

40.2 78.5 23.1 25.6 

バイオマスの環づくり交
付金 

12.1 148.7 9.9 108.3 

畜産環境総合整備事業 6.4 45.8 2.3 43.5 

ＢＤＦを

生産 

（単位：

リット

ル） 

バイオマス利活用フロン
ティア整備事業 

0.4 0.4 0.9 0.9 

バイオマスの環づくり交
付金 

8.0 12.3 1.0 1.2 

新エネルギー等事業者支
援対策事業 

16.9 22.7 2.8 7.3 

地域新エネルギー等導入
促進事業 

0.3 5.4 0.5 4.4 

木質チッ

プ又はペ

レットを

生産 

（単位：

kg） 

バイオマスの環づくり交
付金 

42.8 42.8 36.0 36.0 

地域バイオマス利活用交
付金 

30.2 42.8 27.5 36.0 

木質バイオマスエネルギ
ー利用促進事業 

2.9 8.8 3.3 5.9 

発電 

（単位：

kwh） 

バイオマス利活用フロン
ティア整備事業 

2.6 2.6 2.6 2.6 

バイオマスの環づくり交
付金 

0.7 2.6 0.4 2.6 

畜産環境総合整備事業 1.1 1.3 0.4 1.2 

新エネルギー等事業者支
援対策事業 

31.8 201.6 4.8 75.4 
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下水道事業 0.9 15.6 0.9 12.2 

廃棄物処理施設整備費国
庫補助金 

11.6 11.6 9.9 9.9 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

〔例１〕 

     図表２-(1)-ア-49における施設②と施設⑦とを比較すると、マテリアル生

産率は、施設⑦が約 100％であるのに対し、施設②は約 73％と低い。 

しかし、国費に対するマテリアル実績生産量をみると、マテリアル生産率

が低い施設②が約 108kg/千円であるのに対し、施設⑦は施設②の４分の１以

下の約 24kg/千円にすぎない。 

 

 

図表２-(1)-ア-49 家畜排せつ物処理施設における補助金（国費）とマテリ

アル（堆肥）生産量 
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施
設
⑥
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⑨
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⑩

kg／千円

国費に対する計画生産量（kg／千円） 国費に対する実績生産量（kg／千円） マテリアル生産率（％）

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 丸数字を付した施設略号は本表のみで使用する固有の略号である。 
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〔例２〕 

     図表２-(1)-ア-50における施設④と施設⑦を比較すると、マテリアル生産

率は、施設④が約 100％であるのに対し、施設⑦は約 30％と低い。 

しかし、国費に対するマテリアル実績生産量をみると、マテリアル生産率

が低い施設⑦が約 7.3リットル/千円であるのに対し、施設④は施設⑦の約８

分の１の約 0.9リットル/千円にすぎない。 

 

 

    図表２-(1)-ア-50 ＢＤＦ等製造施設における補助金（国費）とマテリアル 

（ＢＤＦ）生産量 
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（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 丸数字を付した施設略号は本表のみで使用する固有の略号である。 
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〔例３〕 

     図表２-(1)-ア-51における施設③と施設⑥を比較すると、マテリアル生産

率は、施設⑥が 100％を超えているのに対し、施設③は約 84％となっている。 

しかし、国費に対するマテリアル実績生産量をみると、マテリアル生産率

が低い施設③が 36kg/千円であるのに対し、施設⑥は施設③の 10 分の１以下

の 3.3kg/千円にすぎない。 

 

 

     図表２-(1)-ア-51 木質バイオマス利活用施設における補助金（国費）と 

マテリアル（木質チップ・ペレット）生産量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 丸数字を付した施設略号は本表のみで使用する固有の略号である。 

 

発電を行っている施設をみると、図表２-(1)-ア-52のとおり、木質バイオマ

スを原料として利用する施設において国費当たりの発電量が多い。一方、家畜

排せつ物を利用している施設においては国費当たりの発電量が少ない。これら

のことから、国費を投じて発電施設を整備する場合には、木質バイオマスを原

料として利用する方式が最も効率的であると考えられる。 
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図表２-(1)-ア-52 施設ごとにみた国費当たりの発電量 

（単位：kwh） 

区分 施設の種別 

国費 1,000 円当た
りの計画発電量 

国費 1,000 円当た
りの実績発電量 

最小値 最大値 最小値 最大値 

発電 家畜排せつ物処理施設 1.1 2.6 0.4 2.6 

食品廃棄物等処理施設 0.7 38.9 0.4 29.2 

木質バイオマス利活用施設 1.9 201.6 1.1 75.4 

下水処理施設 0.9 15.6 0.9 12.2 

一般廃棄物焼却施設 11.6 11.6 9.9 9.9 

（注）当省の調査結果による。 

 

〔例４〕 

     図表２-(1)-ア-53をみると、国費に対する実績発電量が高い施設種別は、

木質バイオマス発電であり、他の種別と比べると群を抜いている。その中

でも、施設（木質⑤）は、計画に対する実績の割合が 30％程度であるにも

かかわらず、国費に対する実績発電量は施設（木質③）に次いで２番目で

ある。 

         このように、計画段階で既に、費用対生産量等の効果が比較的低い施設

が判明する場合があるが、関係省の補助事業の交付要綱等で費用対生産量

等を定量的な採択要件として盛り込んでいる例はみられない。 
 
 

図表２-(1)-ア-53 発電施設における国費と発電量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 丸数字を付した施設略号は本表のみで使用する固有の略号である。 
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